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ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
成
立
と
ス
ベ

エ
テ
イ
家

堤

昭

は

じ

め

に

一
モ
ン
ケ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

二
ク
ピ
ラ
イ
の
雲
南
遠
征
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

三
ク
ピ
ラ
イ
政
権
の
成
立
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

四
ア
ジ
ュ
の
笠
場

お

わ

り

に
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t土

じ

め

モ
ン
ゴ
ル
一
一
帝
圏
第
四
代
の
大
カ
ア
ン
、

モ
ン
ケ
(
態
宗
〉
は
、
そ
の
治
世
の
七
年
(
西
暦
一
二
五
七
年
)
、
南
宋
遠
征
を
命
じ
、
自
ら
も
軍
を
率

い
、
四
川
方
面
へ
と
出
渡
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
翌
年
秋
七
月
(
奮
暦
)
、
前
線
の
合
州
附
近
の
釣
魚
山
で
、
軍
中
に
蔓
延
し
た
停
染
病
に
よ

っ
て
死
亡
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
彼
の
一
意
園
し
た
南
宋
覆
滅
の
事
業
は
頓
挫
を
来
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
大
カ
ア
ン
位
を
め
ぐ
っ
て
の
弟
の
ク

「
ア
リ
ク
プ
カ
の
範
」
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

ピ
ラ
イ
と
ア
リ
ク
ブ
カ
の
戦
い
、

五
年
後
、
ク
ビ
ラ
イ
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
こ
の
戦
争
が
終
結
す
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
一
帝
一
園
は
分
立
へ
と
進
み
始
め
る
。
そ
の
後
、
所
謂
「
カ
イ

ド
ウ
の
凱
」
が
起
こ
り
、
分
立
の
傾
向
は
一
一
層
深
ま
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
帯
園
は
再
び
統
一
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ク
ビ
ラ
イ
の
政
擢
は
、



中
央
ア
ジ
ア
で
の
カ
イ
ド
ウ
と
の
戦
い
に
は
苦
戦
す
る
一
方
で
、
南
宋
攻
略
を
進
め
て
い
く
。

七
三
年
)
に
嚢
陽
を
陥
落
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
至
元
十
三
年
(
一
二
七
六
年
)
に
は
、

五
年
近
く
の
包
園
戟
の
後
、
至
元
十
年
(
一
一
一

首
都
臨
安
を
降
伏
さ
せ
、
残
存
勢
力
を
至
元
十
六
年
、
崖

山
で
滅
ぼ
し
た
。
こ
こ
に
「
中
園
」
全
土
を
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
コ
元
朝
」
は
、
俸
統
的
な
中
園
王
朝
の
形
も
取
る
に
到
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、

モ
ン
ケ
の
南
宋
遠
征
か
ら
ク
ピ
ラ
イ
の
政
権
樹
立
、
南
宋
征
服
へ
と
績
く
時
期
は
、
二
つ
の
立
場
か
ら
み
て
重
要
で

モ
ン
ゴ
ル
一
帝
園
史
の
立
場
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
急
激
に
鎖
大
し
て
き
た
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
、
統
一
か
ら

あ
る
と
い
え
る
。

一
つ
は
、

分
立
へ
の
轄
換
期
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
叉
一
つ
は
、
中
園
史
の
立
場
か
ら
で
あ
る
。
こ
ち
ら
で
は
逆
に
、
こ
の
時
期
に
、
分
立
か
ら
統
一
へ

時
換
し
た
。
北
宋
滅
亡
以
後
、
南
北
に
分
裂
し
て
い
た
朕
態
か
ら
、
百
五
十
年
ぶ
り
に
統
一
王
朝
が
出
現
し
た
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、

モ
ン

ゴ
ル
一
帝
一
園
史
、
中
園
史
ど
ち
ら
の
立
場
か
ら
も
、
こ
の
時
期
の
政
治
過
程
の
解
明
は
不
可
依
で
あ
る
と
考
え
る
。

従
来
か
ら
こ
の
時
期
は
注
目
さ
れ
、
研
究
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
は
、

ク
ピ
ラ
イ
政
権
成
立
の
基
盤
を
求
め
た
も
の
が
目
立
つ
。
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そ
の
一
つ
は
、
東
方
三
王
家
が
ク
ビ
ラ
イ
政
権
に
大
き
く
闘
興
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
漢
人
軍
閥
の
役
割
を
重
覗
し
、
ク

ク
ピ
ラ
イ
政
権
成
立
時
の
朕
況
が
明
ら
か
に
さ

ピ
ラ
イ
政
権
の
中
核
が
漢
人
軍
閥
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
、

チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
以
来
の
モ
ン
ゴ
ル
部
族
集
圏
が
ど
う
動
い
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
研
究
は
不
十
分
と

(
1〉

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
最
近
、
特
定
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
圏
に
つ
い
て
の
研
究
が
現
わ
れ
た
段
階
で
あ
る
。

ク
ピ
ラ
イ
政
権
の
成
立
か
ら
中
圏
全
土
を
支
配
し
た
時
期
に
ど
の
様
に
存
在
し
、
政

れ
つ
つ
あ
る
。
だ
が
、

筆
者
は
、

モ
ン
ゴ
ル
部
族
集
圏
お
よ
び
漢
人
軍
闘
が
、

権
に
ど
う
関
わ
っ
た
か
、
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
嘗
一
該
期
の
政
治
史
に
目
を
配
り
つ
つ
、
個
々
の
集
閣

の
動
向
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
上
述
の
政
治
過
程
に
一
貫
し
て
閲
興
し
た
モ
ン
ゴ
ル
部
族
集
圏
を
取
り
上
げ
、
そ
の

動
向
を
中
心
に
政
治
過
程
を
追
う
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
モ
ン
ゴ
ル
部
族
集
圏
が
、
表
題
に
あ
る
ス
ベ
エ
テ
イ
家
で
あ
り
、
そ
の
磨
下
の
軍
国

〈

2
〉

ウ
リ
ャ
ン
カ
ン
部
族
の
ス
ベ
エ
テ
イ

ω
与
ぺ
2
2
を
事
責
上
の
始
租
と
す
る
一

家
で
あ
る
。
そ
の
子
孫
、
主

で
占
の
る
。

ス
ベ
エ
テ
イ
家
と
は
、
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に
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
、

ア
ジ
ュ
、
プ
リ
ン
ギ
ダ
イ
の
三
代
、
か
、
こ
の
時
期
の
政
治
過
程
の
中
で
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
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あ
る
。

本
稿
は
紙
数
の
関
係
上
、
そ
の
う
ち
ク
ピ
ラ
イ
政
権
成
立
直
後
ま
で
の
時
期
に
限
る
が
、

た
、
こ
の
家
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、

従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

モ
ン
ケ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

本
一
章
で
は
、
憲
宗
モ
ン
ケ
朝
に
お
け
る
ス
ベ
エ
テ
イ
の
子
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

C
2
8関
心
包
曲
目
の
地
位
を
探
る
た
め
、

モ
ン
ケ
と
の
開
係
を

考
察
す
る
。

モ
ン
ケ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
関
係
は

(

3

)

 

王
惇
「
大
元
光
旅
大
夫
卒
章
政
事
冗
良
氏
先
廟
碑
銘
」

(
以
下

モ
ン
ケ
の
幼
少
時
に
始
ま
る
。

「
先
閥
碑
銘
」
)
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
篠
、
冒
頭
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

っ
か

太
租
に
事
う
。
憲
宗
、
方
に
署
此
た
り
。
公
、
佐
命
の
故
家
な
る
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
付
し
て
護
育
せ
し
む
。
長
ず
る
に
及
び
、
:
:
:
宿

(

4

)

 

衛
を
分
掌
す
。
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こ
れ
に
よ
り
、
以
下
の
こ
と
が
わ
か
る
。
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
首
初
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
に
仕
え
た
。

モ
ン
ケ
は
、
嘗
時
幼
少
で
あ
っ
た
が
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
功
臣
の
家
柄
で
あ
る
た
め
、
モ
ン
ケ
の
守
り
役
と
な
っ
た
。
モ
ン
ケ
の
成
長
後
、
彼
の
宿
衛
の
一
部
を
管
掌
し
た
。

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
モ
ン
ケ
の
近
臣
、
ケ
シ
ク
の
将
軍
と
し
て
、
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

イフ

ま
り
、モ

ン
ケ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
閥
係
の
密
接
さ
は
、
南
者
の
父
、
す
な
わ
ち
ト
ゥ
ル
イ
と
ス
ベ
エ
テ
イ
の
闘
係
に
由
来
す
る
。
チ
ン
ギ
ス
・

(

5

)

 

ス
ベ
エ
テ
イ
の
千
戸
が
、
左
翼
の
一
つ
と
し
て
ト
ゥ
ル
イ
の
相
績
分
に
含
ま
れ
た
こ
と
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、

ハ
ン
波
後
、

『
元
史
』

巻
三
二
、
速
不
台
俸
は
、
雨
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
挿
話
を
俸
え
て
い
る
。

敗
戦
の
責
任
を
ウ
ゲ
デ
イ
か
ら
問
わ
れ
た
。

太
宗
ウ
ゲ
デ
イ
の
二
年
ハ
一
二
三

O
年〉、

金
攻
略
の

そ
れ
に
劃
し
て
ト
ゥ
ル
イ
が
韓
関
し

(

6

)

 

て
、
よ
う
や
く
そ
の
後
の
功
績
を
候
件
に
許
さ
れ
る
。
そ
し
て
ト
ヮ
ル
イ
に
従
い
共
に
河
南
経
略
に
む
か
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

た
め
、
要
衝
の
温
開
攻
撃
に
参
加
し
た
ス
ベ
エ
テ
イ
は
、

に
、
父
の
代
か
ら
の
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
る
の
で
、

ス
ベ
エ
テ
イ
家
は
、

ト
ゥ
ル
イ
家
の
近
臣
の
家
で
あ
る
と
言
え
る
。



話
を
モ
ン
ケ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
に
戻
し
、

ウ
ゲ
デ
イ
、
グ
ユ
ク
期
の
雨
者
の
動
向
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
先
に
も
言
及
し
た
金
攻
略
に
は

モ
ン
ケ
も
参
加
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
ケ
シ
ク
の
将
軍
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
も
参
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ウ
ゲ
デ
イ
の
五
年
(
一
一
二
三
一
一
年
〉
の

(

7

)

 

遼
東
の
蒲
鮮
高
奴
討
伐
に
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
グ
ユ
ク
(
定
宗
〉
に
従
い
参
加
し
て
い
る
。

『
元
史
』
巻
二
、
太
宗
本
紀
に
は
グ
ユ
ク
と
ア
ル

チ
ダ
イ
に
「
左
翼
軍
」
を
率
い
さ
せ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
左
翼
と
は
東
方
諸
弟
で
は
な
く
、
左
翼
の
千
戸
群
を
さ
す
と
考
え
れ
ば
、

ウ
リ
ャ
ン

カ
ダ
イ
は
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
代
表
と
し
て
涯
遣
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
、

有
名
な
バ
ト
ゥ
、

ス
ベ
エ
テ
イ
の
ロ
シ
ア
・
ヨ

l
ロ

ッ
パ
遠
征
に
、

モ
ン
ケ
も
参
加
し
て
お
り
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
モ
ン
ケ
と
共
に
参
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
定
宗
グ
ユ
ク
漫
後
、
大
カ
ア
ン
位
を
め
ぐ
っ
て
ウ
ゲ
デ
イ
家
と
ト
ゥ
ル
イ
家
の
抗
争
が
起
こ
り
、
結
局
ジ
ョ
チ
家
の
パ
ト

?
の
協
力
を
得
た
ト
ヮ
ル
イ
家
の
モ
ン
ケ
の
即
位
に
よ
っ
て
決
着
が
つ
い
た
。
こ
の
際
に
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
パ
ト
ゥ
と
協
力
し
、

タ
イ
で
そ
ン
ケ
推
戴
の
演
説
を
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ク
リ
ル
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モ
ン
ケ
即
位
の
際
の
ク
リ
ル
タ
イ
は
三
回
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
第
一
回
、
己
酉
年
(
一
二
四
九
年
)
の
阿
刺
股
忽
刺
冗
で
の
グ
リ
ル
タ
イ
の

『
元
史
』
巻
三
、
憲
宗
本
紀
に
詳
し
い
記
事
が
あ
る
。
出
席
者
は
、
諸
王
バ
ト
ゥ
、
ム
ゲ
、
ア
リ
ク
プ
ヵ
、
ス
イ
ゲ
ト
ゥ
、

様
子
に
つ
い
て

タ
ガ
チ
ャ
ル
、
大
勝
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

ス
ニ
タ
イ
、

テ
ム
寸
ア
ル
、

イ
エ
ス
プ
カ
。

最
初
に
バ
ト
ゥ
が
モ
ン
ケ
推
戴
を
建
議
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
グ
ユ
ク
の
皇
后
オ
グ
ル
ガ
イ
ミ
シ
ュ
の
使
者
バ
ラ
の
抗
議
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
モ
ン
ケ
の
庶
弟
ム
ゲ
が
反
論
し
、
パ
ラ
は
沈
黙
す

る
。
そ
こ
で
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
、
あ
ら
た
め
て
モ
ン
ケ
推
戴
の
鮮
、
パ
ト
ゥ
に
賛
成
の
意
を
述
べ
る
。
そ
れ
を
承
け
て
バ
ト
?
が
モ
ン
ケ
推

〈

8
〉

モ
ン
ケ
の
即
位
が
決
定
す
る
。

戴
を
集
舎
者
に
告
げ
、

み
な
そ
れ
に
賛
成
し
て
、

貫
際
に
は
、

ウ
ゲ
デ
イ
家
側
の
抵
抗
が
あ
っ
て
、

モ
ン
ケ
の
即
位
は
、

二
年
後
(
一
二
五
一
年
)
、

オ
ノ
ン
河
畔
の
ク
リ
ル
タ
イ
で
最
終
決

定
さ
れ
る
。

こ
の
憲
宗
本
紀
の
記
事
に
よ
っ
て
、

た
こ
と
、
バ
ト
?
と
協
力
し
て
モ
ン
ケ
を
推
戴
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
ク
リ
ル
タ
イ
に
出
席
し
、

諸
王
達
と
と
も
に
護
言
で
き

そ
こ
で
次
に
、

雷
時
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
立
場
に
つ
い
て
考
え
た

123 

L、
。
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彼
の
嘗
時
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
貼
に
注
目
し
た
い
。
第

一
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
彼
が
モ
ン
ケ
の
ケ
シ
ク
の
持
軍
で
あ
っ
た
こ

(
9
)
 

ト
l
ラ
河
畔
で
浸
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
、
第
三
は
、
彼
の
父
ス
ベ
エ
テ
イ
が
、
グ
ユ
ク
崩
御
の
年
(
一
二
四
八
年
)
、

に
出
席
し
護
言
で
き
た
の
は
、
大
カ
ア
ン
位
候
補
者
モ
ン
ケ
の
ケ
シ
ク
の
将
軍
と
し
て
の
地
位
に
も
よ
る
が
、
ス
ベ
エ
テ
イ
混
後
、
そ
の
長
子

と
し
て
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
代
表
と
し
て
の
地
位
と
立
場
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
に
は
、
ス
ベ
エ
テ
イ
の
絶
大

彼
が
ク
リ
ル
タ
イ

な
功
績
が
背
後
に
あ
り
、
そ
の
護
言
に
は
重
み
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

ス
ベ
エ
テ
イ
が
既
に
浸
し
て
い
た
こ
と
は
、
バ
ト
ゥ
と
の
協
力

に
利
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
パ
ト
ゥ
と
ス
ベ
エ
テ
イ
は
、

か
ら
不
和
を
き
た
し
た
事
が
あ
り
、
ウ
ゲ
デ
イ
崩
御
後
の
ク
リ
ル
タ
イ
に
、
パ
ト
ゥ
が
参
加
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
際
に
は
、

(

叩

〉

『
元
史
』
巻
二
二
、
速
不
台
停
に
停
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遠
征
の
際

ハ
ン
ガ
リ
ー
で
作
戦
上
の
組
踊

ス
ベ
エ
テ
イ
が

そ
れ
を
非
難
し
た
こ
と
が

新
た
に
成
立
し
た
モ
ン
ケ
政
権
に
お
い
て
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
地
位
が
高
い
こ
と
は
、

モ
ン
ケ
の
幼
少
時
か
ら
政
権
成
立
ま
で
の
南
者
の
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関
係
か
ら
し
て
も
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
質
際
は
、
次
一
章
で
も
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
三
貼
附
け
加
え
た
い
。

モ
ン
ケ
時
代
に
お
け
る
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
拭
況
に
つ
い
て
で
あ
る
。

(

U

)

 

子
の
ク
ク
チ

L

欠。

w
o
g
が
嗣
い
だ
と
俸
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
モ
ン
ケ
政
権
中
央
に
ケ
シ
ク
の
賂
軍
と
し
て
、

方
ク
ク
チ
ュ
は
ス
ベ
エ
テ
イ
以
来
の
千
戸
を
率
い
る
、
と
い
う
こ
重
の
睡
制
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
の
は
、

一
つ
め
は
、

『
集
史
』
は

ス
ベ
エ
テ
イ
混
後
、
そ
の
千
戸
は
、
彼
の

『
一
克

史
』
巻
九
五
、
食
貨
志
三
、
歳
賜
の
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
の
諸
動
臣
へ
の
分
援
地
と
戸
数
が
述
べ
ら
れ
る
中
に
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

速
不
台
官
人

(
ω
c
g・2
2
ロ
ミ
自
)
一
五
戸
線
、
丁
巳
年
(
憲
宗
七
年
、

一
二
五
七
年
)
、
分
援
沖
梁
等
庭
一
千
一
百
戸
。

冗
里
羊
暗
ナタ
千
戸

(
d
H
-
g
m
A包
巳

5
5
q
g
)
u
五
戸
紙
、
戊
午
年
(
愈
宗
八
年
、

憲
宗
七
年
は
、
既
に
ス
ベ
エ
テ
イ
の
死
後
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
後
縫
者
に
射
し
て
の
も
の
と
言
え
る
。

一
二
五
八
年
)
、

分
接
東
卒
等
虚
一
千
戸
。
:
:
:

「
冗
里
羊
暗
万
/
」
は
、
憲
宗
朝
で
新
た

に
分
援
を
受
け
る
ほ
ど
の
人
物
と
す
れ
ば
ス
ベ
エ
テ
イ
の
子
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
以
外
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
う
す
る
と
、

「
速
不
台
官
人
」

は
ク
ク
チ
L

へ
の
、

「
冗
里
羊
恰
一
タ
千
戸
」
は
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
に
封
す
る
も
の
で
あ
り
、
分
接
地
を
別
個
に
輿
え
ら
れ
て
い
る
事
は
、
嘗
時



ス
ベ
エ
テ
イ
家
が
二
重
瞳
制
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

(

ロ

〉

同
時
に
千
戸
で
あ
っ
た
こ
と
も
こ
れ
に
よ
り
わ
か
る
。

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
ケ
シ
グ
の
持
軍
で
あ
る
と

一一品品温

二
つ
め
は
、

モ
ン
ケ
の
三
年
に
、

イ
ェ
ケ
ジ
ャ
ル
グ
チ
と

ス
ベ
エ
テ
イ
の
兄
、
ク
ル
グ
ン
(
忽
魯
淳
)
の
子
カ
ダ
ン

O
包
自
(
合
丹
)
が
、

(

お

〉

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
傍
系
の
ク
ル
グ
ン
家
ま
で
が
、
こ
の
よ
う
に
重
要
な
地
位
に
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
モ
ン
ケ
政
権
に
お
け

る
、
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
地
位
の
高
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

一
つ
め
に
、

ペ
ル
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
家
等
の
系
譜
集

h
S
5
H守
丸
、

sk・
ぎ
ぬ
及
び

(
日
比
)

モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
の
ア
ミ
l
ル
達
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
事
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
名
、
が
、

回
向

KRhHRHNab3hhH~v
に、

ク
ピ
ラ
イ
の
雲
南
遠
征
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

-125ー

木
章
で
は
、
ク
ピ
ラ
イ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
最
初
の
接
貼
で
あ
る
雲
南
遠
征
に
お
け
る
雨
者
の
関
係
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
地
位
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

憲
宗
モ
ン
ケ
は
、
そ
の
即
位
の
翌
年
か
ら
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
一
帝
園
の
東
西
方
面
へ
の
遠
征
命
令
を
裂
し
た
。
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
こ
の
う
ち

南
宋
遠
征
の
準
備
と
し
て
、
雲
南
遠
征
に
参
加
し
た
こ
と
が
、
「
先
廟
碑
銘
」
は
じ
め
諸
史
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
元
史
』

巻
三
、
憲
宗
本
紀
の
諸
遠
征
の
命
令
を
記
し
た
箇
所
に
は
、
そ
れ
と
は
一
見
矛
盾
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
れ
に
つ
い
て
検

討
し
た
い
。

憲
宗
本
紀
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
二
年
壬
子
(
一
二
五
二
年
〉
〕
秋
七
月
、
忽
必
烈
に
命
じ
て
大
理
を
征
せ
し
め
、

〔
立
〕
に
身
毒
を
征
せ
し
め
、

諸
王
也
古
に
命
じ
て
高
麗
を
征
せ
し

諸
王
禿
児
花
、
撤
ハ
丘
)

怯
的
不
花
に
渡
里
薬
を
征
せ
し
め
、

旭
烈
に
西
域
素
丹
諸
園
を
征
せ
し
む
。

(
向
上
)
多
十
月
、
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〔
三
年
笑
丑
(
一
二
五
三
年
〉
〕
夏
六
月
、
諸
王
旭
烈
冗
及
び
冗
良
合
台
等
に
命
じ
て
師
を
帥
い
て
西
域
暗
里
震
八
暗
搭
等
の
園
を
征
せ
し

む
。
叉
、
塔
塔
見
常
撒
里
、
土
魯
花
等
に
命
じ
て
欣
都
思
、
怯
失
迷
児
等
の
園
を
征
せ
し
む
。

こ
れ
に
よ
り
、
東
方
で
は
、
弟
ク
ピ
ラ
イ
の
雲
南
の
大
理
遠
征
と
イ
ェ
グ
ヮ
の
高
麗
遠
征
、
西
方
で
は
、
弟
フ
ラ
グ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
に
よ

る
バ
グ
ダ
ー
ド
の
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
遠
征
と
ケ
ド
ブ
カ
の
イ
ス
マ
イ
l
ル
涯
遠
征
、
及
び
諸
王
ト
ル
ヵ
、
タ
タ
l
ル
部
族
の
サ
リ
・
ノ
ヤ
ン
の
ヒ

ン
ド
ゥ
ス
タ
ー
ン
、

カ
シ

?
?
l
ル
遠
征
の
命
令
が
護
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
、

フ
ラ
グ
の
西
ア
ジ
ア
遠
征
の
賂
軍
の
筆
頭
と
し
て
名
を
事
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
記
事
の
他
の
箇
所
が
漢
文
史
料
、
ベ
ル
シ
ャ
語
史
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
以
上
、
こ
の
箇
所
の
み
が
誤
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な

(

日

)

い
。
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
こ
の
記
事
の
後
に
雲
南
遠
征
に
縛
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
鱒
用
さ
れ
た
事
を
述
べ
る
史
料

は
な
い
。
そ
し
て
、

同
じ
憲
宗
本
紀
の
三
年
九
月
の
僚
に
、

ク
ビ
ラ
イ
が
式
刺
(
現
甘
粛
省
)
の
地
に
宿
営
し
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そ
こ
か
ら
三
軍
に
分
か
れ
て

進
軍
し
た
と
あ
る
。
世
組
本
紀
一
の
同
年
九
月
壬
寅
の
篠
に
も
同
じ
内
容
の
記
事
が
あ
り
、
三
軍
の
一
が
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
軍
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
と
な
る
と
同
じ
年
の
夏
六
月
は
、
す
で
に
出
震
後
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同

一
人
物
が
フ
ラ
グ
の
西
征
の
持
軍
に
任
命

さ
れ
た
可
能
性
は
少
な
い
と
考
え
る
。
な
ら
ば
「
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
」
と
は
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ン
部
族
の
男
と
い
う
一
意
味
で
あ
る
か
ら
、
問
題
に

し
て
い
る
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
以
外
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ン
部
族
の
人
聞
が
任
命
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
例
え
ば
、
こ
の
記
事
で
、

ヒ
ン
ド
ヮ

ス
タ
ー
ン
遠
征
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
タ
タ
l
ル
部
族
の
サ
リ
・
ノ
ヤ
ン
は
、

「
塔
塔
見
帯
撤
里
」

こ
の
「
塔
塔

後
半
で

と
記
さ
れ
て
い
る
。

見
帯
」
は
、

タ
タ

l
ル
部
族
の
男
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
類
し
た
こ
と
が
「
冗
良
合
台
」
で
も
あ
て
は
ま
り
う
る
。

貫
際
、
イ
ル
・
ハ
ン
園
で
は
、
フ
ラ
グ
の
遠
征
軍
起
源
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ン
部
族
の
ア
ミ

I
ル
の
活
躍
が
、

(
日
)

る
。
た
だ
し
、
轄
用
か
別
人
か
を
決
定
す
る
だ
け
の
史
料
は
現
在
の
所
見
い
だ
せ
な
い
。

次
に
、
本
題
の
雲
南
遠
征
に
お
け
る
ク
ピ
ラ
イ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ス
ベ
エ
テ
イ
家
を
含
め
、
認
め
ら
れ

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
雲
南
遠
征
に
つ
い
て
は
、
ラ
シ
l
ド
『
集
史
』
部
族
考
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ト
部
族
の
僚
に
、
次
の
よ
う
に
停
え
ら
れ
て
い



-芝〆「

15 
〔
ス
ベ
エ
テ
イ
は
、
〕
も
う
ひ
と
り
の
息
子
を
持
っ
て
い
て
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

(
C江
志
一
同
長
官
S
O
と
い
う
名
で
あ
り
、

モ
ン
ケ
・
カ

ア
ン
(
冨
g
m
m同
色
ロ
)
の
御
世
に
、
大
将
軍
(
宮
印

r
r
R
r
a
z
z包
括
〉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
自
分
の
兄
弟
の
ク
ピ
ラ

イ
・
カ
ア
ン

(
0
0
ゲ
ユ
虫
色
る
を
、
カ
ラ
ジ
ャ
ン

(
O
R旦
削
ロ
}
内
〉
地
方
の
方
へ
、
叩
ト
マ
ン
の
寧
と
共
に
涯
遣
し
た
。
そ
の
軍
の
長

ウ
リ
ャ
ン
カ
、
ダ
イ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
〔
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
は
、
次
の
よ
う
に
〕
命
令
し
た
。
グ
ピ
ラ
イ
・
カ
ア

(
Bロ
ρ
白
内
置
曲
目
〉
は
、

ン
と
全
軍
は
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
命
令
〔
の
下
〕
に
あ
れ
、
と
。
そ
の
園
は
、
カ
ア
ン
の
御
座
の
あ
る
所
か
ら
極
め
て
遠
か
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
約
一
年
聞
の
遁
の
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
の
空
気
は
、
た
い
へ
ん
汚
れ
て
い
て
悪
く
、
全
軍
が
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
か
っ
、
そ
の
園
は
極
め
て
人
が
多
く
、
そ
の
軍
隊
が
多
か
っ
た
〔
の
で
、
〕
毎
日
宿
管
ご
と
に
一
戦
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

た
。
こ
の
二
つ
の
理
由
で
、
そ
の
叩
ト
マ
ン
の
軍
の
う
ち
、

2
ト
マ
ン
以
上
が
も
ど
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
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さ
て
、
こ
の
記
事
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
、
遠
征
軍
の
綿
指
揮
権
を
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
有
し
て
い
て
、
ク
ピ
ラ
イ
も
、
彼
の
指
揮
権
の

下
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
遠
征
は
「
ク
ピ
ラ
イ
の
雲
南
遠
征
」
と
し
て
知
ら
れ
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
そ
の
配

下
の
一
軍
を
率
い
る
将
軍
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
記
事
で
は
、
両
者
の
立
場
が
逆
縛
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
記
事

は
、
ラ
シ

l
ド
の
誤
停
で
あ
ろ
う
か
。

買
は
、
漢
文
史
料
の
な
か
に
も
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
綿
指
揮
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
先
廟
碑
銘
」

に
「
歳
壬
子
、
時
に
世
組
皇
帝一、

潜
に
あ
り
、
詔
を
奉
じ
て
西
南
の
諸
夷
を
征
す
。
公
(
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
〉
に
命
じ
て
大
替
の
軍
馬
を
綿
督
せ

し
む
。
」
と
あ
る
。

東
西
南
史
料
の
一
致
は
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
指
揮
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
誼
左
と
な
ろ
う
。

が
大
カ
ア
ン
に
な
っ
て
か
ら
書
か
れ
た
諸
史
料
は
、
ク
ビ
ラ
イ
の
立
場
を
稽
揚
し
て
書
い
て
い
る
。
例
え
ば
、

伐
、
雲
南
ハ
『
園
朝
文
類
』
各
四
一
)
に
は
、
「
冗
良
晴
台
に
命
じ
て
先
騒
た
ら
し
む
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、

も
ち
ろ
ん
、

ク
ピ
ラ
イ

経
世
大
典
序
録
、
政
典
、
征

『
元
史
』
巻
四
、
世
租
本
紀
て
歳
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笑
丑
、
九
月
壬
寅
の
僚
に
は
、
軍
を
俸
統
的
な
三
軍
編
成
に
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
中
道
か
ら
ク
ピ
ラ
イ
が
、
西
遣
の
兵
を
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ



128 

(

四

)

ク
ビ
ラ
イ
が
線
大
将
で
あ
っ
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

し
か
し

イ
が
、

東
道
の
兵
を
諸
王
抄
合
、

『
集
史
』
、

也
只
烈
が
率
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、

ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
後
の
も
の
で
あ
り
、

「
先
廟
碑
銘
」
に
し
て
も
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
線
指
揮
権

に
つ
い
て
書
い
て
い
る
事
は
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
加
え
て
、
前
章
で
見
た
よ
う
な
モ
ン
ケ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
彼
の

綿
指
揮
権
も
不
自
然
で
は
な
い
と
考
え
る
。

(
m
U
)
 

遠
征
の
過
程
、
ル
ー
ト
等
に
つ
い
て
は
、
幾
多
の
先
行
研
究
が
で
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
れ
ら
に
譲
る
が
、
雲
南
遠
征
に
は
二
つ
の
段

階
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
雲
南
西
北
部
の
大
理
攻
略
と
、
東
南
部
の
善
聞
方
面
攻
略
で
あ
る
。
大
理
攻
略
は
そ
ン
ケ
の
三
年
末
に
成
る
が
、
善

聞
方
面
攻
略
が
成
る
の
は
、

モ
ン
ケ
の
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
前
牢
の
大
理
攻
略
の
移
わ
っ
た
段
階
で
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
を
残
し
て
、
ク
ビ
ラ
イ
は
揖
師
、
還
し
て
し
ま
う
。
『
元
史
』
巻
三
、

憲
宗
本
紀
、
三
年
美
丑
多
十
二
月
の
僚
に
「
大
理
卒
ら
ぐ
。
」
、
四
年
甲
寅
、
多
の
僚
に
「
忽
必
烈
、
大
理
よ
り
還
り
、
冗
良
合
台
を
臨
め
て
諸

夷
の
未
だ
附
せ
ざ
る
者
を
攻
め
し
め
、
哨
鋼
所
に
入
観
す
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
元
史
』
巷
四
、
世
組
本
紀
一
、
歳
笑
丑
、
十
二
月
の
諸
僚
に

も
、
大
理
陥
落
の
時
貼
の
事
情
が
一
記
さ
れ
た
後
に
「
大
将
冗
良
合
帯
を
留
め
て
成
守
せ
し
め
、
劉
時
中
を
も
っ
て
宣
撫
使
と
魚
し
、
段
氏
と
と

〈

初

〉

も
に
大
理
を
安
輯
せ
し
め
、
遂
に
師
を
班
す
。
」
と
あ
る
。
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ク
ピ
ラ
イ
の
中
途
蹄
還
の
不
自
然
さ
は
、
西
ア
ジ
ア
遠
征
に
む
か
つ
た
弟
の
フ
ラ
グ
の
行
動
と
比
較
す
る
と
際
だ
つ
。

モ
ン
ケ
に
命
じ
ら
れ

た
目
標
に
む
か
つ
て
、
そ
れ
を
忠
買
に
遂
行
し
て
行
く
フ
ラ
グ
に
劃
し
て
、
遠
征
半
ば
で
蹄
還
し
た
ク
ピ
ラ
イ
は
、
そ
の
後
の
三
年
間
、
漠
北

(

紅

〉

の
夏
営
地
多
営
地
の
聞
を
行
き
来
し
、
大
き
な
動
き
を
見
せ
て
い
な
い
。
中
途
蹄
還
と
そ
の
後
の
行
動
の
理
由
は
何
か
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
と

述
べ
る
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、
指
揮
権
を
持
つ
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
と
身
分
は
上
の
ク
ピ
ラ
イ
の
関
係
は
微
妙
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
果

た
し
て
そ
れ
が
中
途
開
還
の
き
っ
か
け
か
ど
う
か
、

そ
れ
以
上
の
想
像
は
差
し
控
え
た
い
。
た
だ
、

モ
ン
ケ
の
七
年
に
な
っ
て
表
面
化
し
た
そ

ン
ケ
と
ク
ビ
ラ
イ
の
不
和
は
、
こ
の
遠
征
中
途
の
蹄
還
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
、

一
(
幻
〉

不
和
の
可
能
性
さ
え
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ウ
リ
ャ
ン
カ
、
ダ
イ
と
ク
ピ
ラ

イ
の
聞
の
親
密
さ
を
示
す
も
の
は
な
く
、



話
を
、

ク
ビ
ラ
イ
蹄
還
後
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
に
移
す
。
彼
は
、
大
理
陥
落
の
後
は
、
副
都
の
善
蘭
攻
略
に
向
か
い
、
さ
ら
に
周
漫
部
の
経

略
を
準
め
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
二
年
足
ら
ず
の
う
ち
に
「
大
理
の
五
城
、
八
府
、
四
郡
を
卒
ら
げ
、
烏
・
白
等
の
壁
三
十
七
部
に
獄
び
」
、
魯

(

お

)

魯
斯
、
阿
伯
等
の
城
も
鯖
附
し
た
と
い
う
。

そ
の
後
も
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
雲
南
に
留
ま
る
が
、
乙
卯
三
三
五
五
年
)
の
秋
か
ら
翌
丙
辰
年
に
か
け
て
は
、
命
を
受
け
て
東
北
に
進
路

を
取
り
、
四
川
に
侵
入
す
る
。
そ
の
ル

I
ト
は
、
烏
蒙
か
ら
長
江
ぞ
い
に
下
り
、
重
慶
、
合
州
に
む
か
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
北
方
の
利

州
か
ら
テ
ゴ
コ
ル
チ
が
、
輿
元
府
か
ら
は
タ
イ
ダ
ル
が
、
彼
に
呼
醸
し
て
南
下
し
、
合
州
で
合
流
す
る
。
こ
の
作
戦
は
、
い
わ
ば
敵
前
突
破
で

(
M〉

モ
ン
ゴ
ル
一
帝
園
の
四
川
攻
略
の
一
環
に
も
参
加
し
た
の
で

あ
り
、
途
中
、
南
宋
軍
と
戦
い
な
が
ら
の
進
軍
で
あ
っ
た
。

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、

あ
る
。丁

巳
年
〈
一
二
五
七
年
)
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
モ
ン
ケ
に
使
者
を
遣
わ
し
て
、
雲
南
卒
定
の
報
告
と
そ
の
後
の
経
営
の
進
言
を
行
な
っ
た
。

モ
ン
ケ
は
、
そ
れ
に
劃
し
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
と
軍
に
、
銀
五
千
雨
、
綜
鍛
二
高
四
百
疋
(
「
先
廟
碑
銘
」
)
を
賜
い
、

(

お

)

と
銀
印
を
輿
え
て
、
な
お
も
雲
南
に
鎖
す
る
よ
う
命
じ
た
。
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彼

大
元
帥
の
稽
挽

「
大
元
帥
」
な
る
稽
読
は
、
他
に
例
が
な
い
が
、
先
に
引
い
た
『
集
史
』
部
族
考

の
中
の
「
大
賂
軍

Q
g
r
r
R
W
S
E
E目
指
)
」
に
相
嘗
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

諸
王
に
次
ぐ
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
年
、
彼
の
属
す
る
ス
ベ
エ
テ
イ
家
に
射
し
て
、
作
梁
等

銀
印
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
み
て

こ
の
地
位
が
、

慮
の
一
千
一
百
戸
が
分
接
さ
れ
、
翌
年
に
は
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
自
身
に
も
東
卒
等
慮
の
一
千
戸
が
分
接
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ウ
リ
ャ
ン
カ

ダ
イ
の
功
績
に
謝
す
る
褒
賞
の
意
味
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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雲
南
の
大
理
に
戻
っ
た
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
今
度
は
東
南
に
矛
先
を
向
け
、
安
南
の
陳
朝
攻
略
を
開
始
す
る
。
こ
の
作
戦
に
も
南
宋
攻
略

の
準
備
と
し
て
の
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
後
に
同
じ
ル
l
ト
で
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
南
宋
に
侵
入
し
て
い
る
事
よ
り
分
か
る
。
ウ
リ
ャ
ン

〈

お

)

カ
ダ
イ
の
陳
朝
攻
略
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
陳
智
超
氏
の
先
行
研
究
に
譲
る
が
、
注
意
し
た
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
先
廟
碑
銘
」

チ
忌
チ
エ
グ
ト
ウ

に
、
こ
の
際
の
軍
の
編
成
が
記
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
停
統
的
な
三
軍
編
成
で
、
先
鋒
徹
徹
都
円
m
m
m
m
E、
中
軍
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
、
後
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詰
駒
馬
懐
都

O
白山内
古

で
あ
っ
た
。
先
鋒
の
チ
占
チ
ェ
グ
ト
ゥ
は
不
詳
だ
が
、

(

幻

)

ん日々
z
家
出
身
で
あ
り
、
バ
イ
ク
ゥ
切
巳
門
戸
戸
公
主
を
め
と
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
雲
南
に
鎖
し
た
人
物
の
な
か
に
オ
ン
ギ
ラ
I
ト
部

後
詰
の
酎
馬
カ
イ
ド
ウ
は

オ
ン
ギ
ラ
l
ト
部
族
の
チ
グ
ゥ

族
が
含
ま
れ
て
い
る
貼
が
興
味
深
い
。

さ
て
、
以
上
み
て
き
た
モ
ン
ケ
時
代
の
雲
南
遠
征
に
つ
い
て
、

ま
と
め
て
お
き
た
い
。

ωこ
の
遠
征
は
皐
濁
で
は
な
く
、

モ
ン
ゴ
ル
一
帝
国
の

東
西
へ
の
遠
征
計
董
の
一
環
で
あ
り
、
南
宋
攻
略
の
前
段
階
の
一
意
味
が
あ
っ
た
。

ωこ
の
遠
征
は
、
従
来
「
ク
ピ
ラ
イ
の
雲
南
遠
征
」
と
し
て

知
ら
れ
る
が
、
線
指
揮
権
は
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
有
し
て
い
た
。
し
か
も
、
ク
ビ
ラ
イ
は
中
途
開
還
し
、
そ
の
後
の
経
略
は
す
べ
て
ウ
リ
ャ
ン

カ
ダ
イ
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
「
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
雲
南
遠
征
(
お
よ
び
経
略
)
」
と
す
る
ほ
う
が
貫
肢
に
近
い
。

ω、
ωと
関
連

し
て
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
戦
略
を
捨
品
回
国
し
た
こ
と
は
、

モ
ン
ケ
政
権
に
お
け
る
彼
の
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ωク
ビ
ラ
イ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
聞
に
は

モ
ン
ケ
と
の
聞
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
密
接
な
関
係
を
示
す
も
の
が
な
い
。
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ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
成
立
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

モ
ン
ケ
の
七
年
(
一
二
五
七
年
)
九
月
、
大
カ
ア
ン
、

モ
ン
ケ
は
、
自
ら
南
宋
遠
征
に
出
鼓
し
た
。
本
稿
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
遠

そ
の
後
の
大
カ
ア
ン
位
争
い
は
、
最
終
的
に
ク
ピ
ラ
イ
政
権
の
成
立
に
蹄
着
す
る
。

(

お

)

こ
の
南
宋
遠
征
に
お
い
て
は
、
中
途
で
大
き
な
計
聾
援
更
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
首
初
の
計
重
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

征
の
途
中
、

四
川
の
前
線
で
彼
は
死
亡
す
る
。
そ
し
て
、

そ
し
て
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
の
三
軍
で
構
成
さ
れ
た
。
モ
ン
ケ
と
の
不

和
が
あ
っ
た
ク
ビ
ラ
イ
は
、
既
に
雲
南
遠
征
の
功
績
が
あ
り
、
病
気
で
あ
る
と
の
理
由
で
、

遠
征
軍
か
ら
外
さ
れ
る
。
最
初
の
攻
撃
目
標
は
、

遠
征
軍
は
、

モ
ン
ケ
本
軍
、
諸
弟
オ
ッ
チ
ギ
ン
家
の
タ
ガ
チ
ャ
ル
軍
、

裏
陽
で
あ
っ
た
。
タ
ガ
チ
ャ
ル
軍
が
北
正
面
か
ら
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
が
雲
南
か
ら
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
湖
贋
経
由
で
南
背
後
か
ら
、
裏
陽
を
挟

み
撃
ち
に
す
る
。
タ
ガ
チ
ャ
ル
軍
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
の
攻
略
し
た
後
を
、

モ
ン
ケ
軍
が
進
軍
す
る
改
定
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

タ
ガ
チ

ャ
ル
軍
が

裏
陽
の
攻
撃
開
始
早
々
退
却
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、

計
萱
の
組
簡
を
き
た
し
、

タ
ガ
チ
ャ
ル
に
代

襲
更
を
除
儀
な
く
さ
れ
た
。



わ
っ
て
、
急
逮
ク
ピ
ラ
イ
を
起
用
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
す
で
に
嘗
初
の
計
霊
に
よ
っ
て
、

モ
ン
ケ
軍
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
は
、
行
動

を
開
始
し
た
が
、

ク
ピ
ラ
イ
軍
は
準
備
に
手
間
ど
り
出
護
が
遅
れ
る
。
そ
の
た
め
、
と
く
に
モ
ン
ケ
軍
は
、

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
苦
戦
す
る
。
そ
れ
が
、
俸
染
病
の
護
生
、
前
線
で
の
モ
ン
ケ
の
死
の
背
景
と
な
る
。

四
川
の
前
線
で
皐
濁
で
戦
わ
な
け

と
こ
ろ
で
、
こ
の
遠
征
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
ク
ピ
ラ
イ
政
権
が
誕
生
す
る
事
か
ら
、

ク
ピ
ラ
イ
軍
の
動
向
の
み
が
、
従
来
は
注
目
さ
れ
て

き
た
。
そ
れ
に
劃
し
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、

た
ん
に
、
揚
手
の
一
将
軍
だ
と
し
て
、
そ
の
動
向
は
、

ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
山
富
初
お
よ
び
嬰
更
後
の
ど
ち
ら
の
計
董
に
お
い
て
も
、
三
軍
の
一
を
率
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
軍
の
長
は
、
彼

以
外
は
す
べ
て
、

チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

こ
れ
も
彼
の
重
要
性
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
南
宋
遠
征
に
お
け

る
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
役
割
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
大
き
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
、
彼
の
動
向
を
具
睦
的
に
追
っ
て
ゆ
き

--、
o

f
L
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モ
ン
ケ
の
七
年
(
丁
巳
年
、
一
二
五
七
年
)
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、

雲
南
か
ら
北
上
し

六
盤
山
を
経
て
臨
挑
府
に
至
り
、
そ
し
て
軍
を
率
い

て
南
下
し
つ
つ
あ
っ
た
モ
ン
ケ
に
曾
い
、
月
払駄
に
し
て
野
還
す
る
。
こ
の
際
に
、

モ
ン
ケ
、

タ
ガ
チ
ャ
ル
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
に
よ
る
襲
更
前

の
計
董
の
最
終
決
定
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
十
一
月
か
ら
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
、
雲
南
よ
り
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
へ
進
攻
し
た
。

こ
れ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
北
部
を
通
過
し
て
南
宋
領
内
へ
入
る
た
め
の
準
備
行
動
で
あ
る
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
雲
南
に
も
ど

タ
ガ
チ
ャ
ル
軍
は
、
裏
陽
攻
撃
を
や
め
て
鯖
還
し
て
し
ま
い
、
計
董
の
阻
艇
の
き
っ
か
け
と
な
る
の
だ
が
、
す
ぐ
に

は
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
も
そ
れ
を
知
る
由
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
翌
戊
午
年
(
モ
ン
ケ
八
年
、
一
二
五
八
年
〉
二
月
に
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
陳
朝
園
王
の
婿

(
m
U
〉

と
使
者
が
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
も
と
に
や
っ
て
き
た
の
を
、
モ
ン
ケ
の
下
に
迭
る
。
陳
智
超
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
九
月
か
ら
十
一

(

鈎

)

月
に
か
け
て
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
が
、
贋
西
に
侵
入
し
た
が
、
十
一
月
十
八
日
突
然
撤
退
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

嬰
更
前
の
計

董
に
よ
り
南
宋
に
進
攻
し
た
が
、
計
霊
の
饗
更
を
途
中
で
知
っ
て
引
き
返
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

る
。
貫
は
こ
の
時
黙
に
、
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「
先
廟
碑
銘
」
で
は
、
己
未
(
モ
ン
ケ
九
年
、

一
二
五
九
)
夏
、

雲
南
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は

明
年
正
月
に
長
沙
に
集
結
す
る
よ
う
、

モ
ン
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四
川
の
前
線
で
苦
戦
の
最
中
で
あ
り
、
記
年
は

『
元
史
』
巻

ケ
の
使
者
か
ら
命
令
を
受
け
取
っ
た
、
と
い
う
。
だ
が
、
こ
の
嘗
時
モ
ン
ケ
は
、

一
二
一
、
冗
良
合
台
俸
の
戊
午
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
命
令
は
、
計
萱
饗
更
後
の、

ク
ビ
ラ
イ
軍
が
都
州
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
針
躍
さ

せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
秋
に
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
再
び
出
渡
し
た
。
そ
こ
で
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
南
宋
遠
征
軍
の

構
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
み
て
ゆ
き
た
い
。
こ
の
軍
の
構
成
、
と
く
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
か
、

〈
M
U
)

と
あ
る
。

が
後
に
重
要
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

「
先
廟
碑
銘
」

四
王
の
兵
三
千
騎

蟹
・
爽
寓
人
を
率
い
、
」

「
こ
の
秋
、

t主

ま
た

い『
つ集

し史
よ』

でモ
ン，-.. 

あケ
つ-
Tこカ
」1 ア
」ン

と紀
あ(に
る32は
の〉

み
だ
カL

〔
の
軍
〕
と

「
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
の
右
翼
は
、

ス
ベ
エ
テ
イ
・
パ
ハ
ー
ド
ル
の
子
で
あ
り
、

日
ト
マ
ン

ク
ビ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
紀
に
は
、
次
の
記
述
が
あ
る
。

「
そ
れ
よ
り
前
に

モ
ン
ケ

・
カ
ア
ン

は
、
軍
隊
を
ナ
ン
キ
ャ
ス
の
一
方
か
ら
汲
遣
し
て
レ
た
。
そ
の
軍
の
長
は
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
〔
で
あ
り
〕
、

3
ト
マ
ン
ほ
ど
〔
で
あ
っ
た
〕
。
そ
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仁一 、

〔
モ
ン
ケ

・
カ
ア
ン
〕

は
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
の
孫
の
ア
ピ
シ
み
カ
〔
と
い
う
〕
名
〔
の
王
子
〕
と
左
翼
の
諸
王
五
十
人
を
と
も
に
涯
遣
し

「
先
廟
碑
銘
」
の
「
四
王
」
が
何
を
さ
す
の
か

(

お

〉

『
逼
鑑
績
編
』
等
、
他
の
漢
文
史
料
に
も

-， 
四

『
元
史
』
巻
一
二
、
冗
良
合
台
停
、

王
」
と
あ
る
の
み
で
説
明
が
な
い
。
た
だ

『
集
史
』
の
記
事
に
よ
っ
て
、
右
翼
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
の
ア
ビ
シ
ュ
カ
の
他
、
五
十
人
と
い
う
数
字

に
は
疑
念
が
残
る
が
、
左
翼
諸
弟
家
の
諸
王
が
多
数
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
四
王
」
と
は
、
こ
れ
ら
諸
王
の
中
に
重
要
な
者
が
四

名
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
三
千
騎
」
、

貫

「
高
人
」
、

「
叩
ト
マ
ン
」

「
3
ト
マ
ン
」
と
い
っ
た
数
字
は
、

ま
た

数
を
ど
れ
ほ
ど
反
映
し
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、

か
な
り
の
大
軍
で
あ
っ
た
事
は
分
か
る
。
ま
た
前
一
章
で
述
べ
た
年
の
ヴ

占
ト
ナ
ム
陳
朝
侵
入

に
参
加
し
た
オ
ン
ギ
ラ

1
ト
部
族
の
カ
イ
ド
ヮ
も
、
時
期
的
に
み
て
参
加
し
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
さ
ら
に
「
蟹

・
爽
高
人
」
は
、
大
理

及
び
合
刺
章
の
人
間
よ
り
な
る
軍
で
、
貫
際
に
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
と
と
も
に
南
宋
領
内
、
那
州
を
経
由
し
て
開
卒
府
に
ま
で
到
っ
た
こ
と
が
確

(

お

〉

認
さ
れ
る
。



黙
で
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
軍
は
、
他
の
二
軍
と
比
し
て
、
規
模
で
は
劣
る
も
の
の
左
翼
諸
王
が
多
く
参
加
し
て
い
た

(

お

)

そ
の
蹄
趨
は
、
後
の
大
カ
ア
ン
位
争
い
の
際
も
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

さ
て

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
が
再
出
費
し
た
の
は

「
先
廟
碑
銘
」
の
記
載
で
は
己
未
年
(
二
一
五
九
年
)
の
秋
、
四
川
釣
魚
山
で
そ
ン
ケ
が

死
亡
し
た
の
が
、

同
年
秋
七
月
美
亥
ハ
憲
宗
本
紀
)
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
は
モ
ン
ケ
の
死
の
情
報
を
つ
か
む
前
に

南
宋
領
内
に
突
入
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
後
の
行
軍
も
四
面
敵
の
な
か
苦
難
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
途
中
ど
の
時
黙
で
ウ
リ
ャ
ン
カ

ダ
イ
が
モ
ン
ケ
の
死
を
知
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
南
宋
側
は
、
四
川
の
モ
ン
ケ
本
軍
の
動
き
か
ら
か
な
り
早
く
察
知
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

(
釘
)

る
。
そ
う
な
る
と
、
南
宋
領
内
に
孤
立
す
る
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
は
、
き
わ
め
て
危
険
な
献
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

と
な
る
と
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
の
と
り
う
る
道
は
、
都
州
の
ク
ビ
ラ
イ
軍
と
合
流
し
て
北
還
す
る
事
以
外
に
は
な
い
。
貫
際
、

ウ
リ
ャ
ン

カ
ダ
イ
は
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
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「
先
廟
碑
銘
」
に
は
、
南
宋
領
内
で
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
の
進
路
が
記
さ
れ
て
い
る
。
記
さ
れ
た
地
貼
を
列
摩
す
る
と
、
横
山
案
、
老
蒼

閥
、
貴
州
、
象
州
、
静
江
府
、
辰
州
、
一
抗
州
、
調
停
州
の
順
で
あ
る
。
こ
の
進
路
の
記
載
に
は
早
く
か
ら
疑
問
が
持
た
れ
、
辰
州
、
況
州
の
記
載

モ
ン
ケ
か
ら
受
け
た
命
令
ど
お
り
長
沙
(
種
州
)
に
到
着
し
た
こ

は
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
が
、

し
か
し
、

と
は
確
か
で
あ
る
。
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
は
、
浬
州
攻
撃
を
行
な
っ
た
が
成
果
は
は
か
ば
か
し
く
な
か
っ
た
。

こ
の
海
州
攻
撃
中
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
と
、
都
州
攻
撃
中
の
ク
ビ
ラ
イ
軍
の
連
絡
が
つ
い
た
の
は
『
元
史
」
巻
四
、
世
組
本
紀
一
に
よ
れ

ば
、
十
一
月
丙
辰
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
冗
良
合
帯
、
地
を
諸
蟹
に
略
し
て
、
交
陛
よ
り
邑
、
桂
を
歴
て
、
海
州
に
抵
る
。
一
帝
一
の
郡
に

在
る
を
聞
き
、
使
を
遣
は
し
て
来
告
す
。
」
と
あ
る
。

『
元
史
』
巻
二
二
、
冗
良
合
台
俸
に
は
、

ク
ビ
ラ
イ
が
也
里
蒙
古
に
二
千
人

ま
た
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を
率
い
さ
せ
来
援
に
赴
か
せ
た
こ
と
、
そ
の
後
、
都
州
よ
り
東
方
に
下
っ
た
幣
黄
洲
で
長
江
を
北
に
渡
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
o

-
二
二
、
識
遁
赤
俸
に
は
、
さ
ら
に
詳
し
く
、
銭
遵
赤

H
，
S
5
w
m
m
H
が
、
「
練
卒
千
人
、
識
騎
三
千
」
を
率
い
て
、

(

お

〉

州
に
迎
え
、
江
夏
(
都
州
〉
、
責
州
を
経
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

『
元
史
」
巻

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
を
岳
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ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
は
、
那
州
の
ク
ビ
ラ
イ
軍
と
連
絡
を
と
り
、
援
軍
を
得
て
よ
う
や
く
局
面
を
打
開
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

つ
ま
り
、

っ
て
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
に
と
っ
て
は
、

ク
ピ
ラ
イ
と
の
関
係
が
良
か
ろ
う
と
否
で
あ
ろ
う
と
、
大
カ
ア
ン
位
を
め
ぐ
る
争
レ
で
は
、

ク
ビ
ラ

イ
側
に
つ
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ク
ビ
ラ
イ
の
立
場
を
考
え
て
み
よ
う
。

准
水
渡
河
以
前
、

汝
南
に
お
い
て
で
あ
っ

ク
ビ
ラ
イ
が
モ
ン
ケ
の
死
を
知
っ
た
の
は

今
度
は
、

(
ぬ
)

た
。
す
る
と
、
大
カ
ア
ン
位
を
争
う
相
手
の
ア
リ
ク
ブ
カ
が
、

カ
ラ
コ
ル
ム
で
留
守
を
預
か
る
と
い
う
有
利
な
立
場
に
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

す
ぐ
に
も
蹄
還
す
る
の
が
通
例
考
え
ら
れ
る
行
動
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ク
ピ
ラ
イ
が
さ
ら
に
南
下
し
た
の
は
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ

イ
軍
を
自
己
の
側
に
附
け
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
が
、

ク
ピ
ラ
イ
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
理
由
は
、

ウ
リ
ャ

ン
カ
ダ
イ
箪
の
な
か
の
左
翼
の
諸
王
た
ち
を
救
う
こ
と
が
左
翼
の
オ
ッ
チ
ギ
ン
家
の
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
協
力
を
得
る
に
は
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、

モ
ン
ケ
朝
の
重
臣
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
を
自
己
の
側
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
他
の
モ
ン
ケ
の
臣
下
を
吸
牧
す
る
助
け
と
な
る
た
め、

の
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つ
が
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
が
到
着
す
る
以
前
に
、

(

必

〉

一
足
先
に
鯖
還
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

ク
ピ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
紀
雨
方
に
、

ア
リ
ク
ブ
カ
の
動
き
に
劉
抗
す
る
た
め
、

ク
ビ
ラ
イ
自
身
は

重
臣
パ

l
ト
ル

∞
白
正
月
に
後
事
を
託
し
て
、

『
集
史
』

モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
紀
、

そ
れ
は
、

ク
ピ
ラ
イ
が
こ
の
二
人
に
相
談
し

ク
ピ
ラ
イ
と
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
、
そ
し
て
こ
の
バ

l
ト
ル
も
含
め
た
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。

(
H
U
)
 

て
、
二
人
に
後
事
を
託
し
て
鯖
還
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
厳
密
に
言
え
ば
事
買
に
反
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
一
概
に
否

定
し
さ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
記
事
に
は
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
、

ク
ビ
ラ
イ
政
権
樹
立
へ
参
加
し
た
こ
と
の
重
要
性
、

と
く
に
ク
ピ
ラ
イ
側
か
ら
見
た
そ
れ
、
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

さ
ら
に
つ
け
く
わ
え
る
と
、
こ
こ
で
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
と
バ

l
ト
ル
の
二
人
の
名
が
、

ク
ビ
ラ
イ
の
相
談
相
手
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
後
の
元
朝
期
の
朕
況
を
考
え
る
と
寅
に
示
唆
的
で
あ
る
。
パ
ー
ト
ル
は
ジ
ャ
ラ
イ
ル
園
王
家
チ
ラ
ウ
ン
の
子
で
あ
る
が
、
彼
は
ク
ピ
ラ
イ

政
権
誕
生
後
、
間
も
な
く
死
す
。
し
か
し
、
彼
の
子
ハ
ン
ト
ム
(
安
童
)
は
、

き
わ
め
て
重
用
さ
れ
る
。

一
方
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
子
ア
ジ
L



も
、
南
宋
攻
略
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
と
バ
l
ト
ル
の
子
孫
の
密
接
な
関
係
が
確
認
さ
れ

〈

必

)

る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
は
ク
ピ
ラ
イ
側
に
つ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
だ
が
、

ク
ピ
ラ
イ
即
位
時
、

お
よ
び
封
ア
リ
ク
プ

「
先
廟
碑
銘
」
に
は
、

庚
申
(
中
統
元
年
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が

一
二
六
O
年
〉
夏
に
、

カ
載
で
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
行
動
は
不
明
で
あ
る
。

上
都
(
嘗
時
は
ま
だ
開
卒
府
)
に
到
っ
た
事
を
記
す
の
み
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
が
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
と
と
も
に
雲
南
を
出
費
し
た
「
蟹
・

奏
」
軍
は
、
中
統
二
年
五
月
三
十
日
に
上
都
附
近
に
駐
屯
し
て
い
た
こ
と
が
、
王
惇
の
「
中
堂
事
記
」
に
よ
り
分
か
る
が
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

自
身
の
動
向
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
事
は
、
逆
に
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
お
か
れ
た
ジ
レ
ン
マ
を
あ
ら
わ
す
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
ウ
リ
ャ
ン
カ

ダ
イ
は
、
も
と
は
モ
ン
ケ
の
側
近
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

モ
ン
ケ
の
諸
子
に
従
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ゆ

モ
ン
ケ
混
後
は
、

き
が
か
り
上
、

お
な
じ
ト
ゥ
ル
イ
家
で
も
な
じ
み
が
薄
く
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
自
身
と
も
不
和
の
可
能
性
さ
え
あ
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モ
ン
ケ
と
も
不
和
で
あ
り
、

る
ク
ピ
ラ
イ
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
モ
ン
ケ
の
諸
子
ア
ス
タ
イ
、

ア
リ
ク
プ
カ
側
に
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ

ウ
ル
ン
タ
シ
ュ
等
は
、

て
、
モ
ン
ケ
の
諸
子
と
の
戦
闘
だ
け
は
で
き
な
い
。

や
t主ウ

りリ
矢口 ヤ

らン
れカ
な(ダ
い43イ
。〉が

渡
し
7こ
の
は

「
先
廟
碑
銘
」
で
は
、
至
元
八
年
(
一
二
七
一
年
)
、

享
年
七
十

一
と
惇
え
る
。
そ
れ
ま
で
の
事
績
は
、

ク
ピ
ラ
イ
政
権
の
成
立
ま
で
、

正
確
に
言
う
と
直
前
ま
で
で
あ
る
。

ス
ベ
エ
テ
イ
家

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
役
割
は

も
、
世
代
交
替
の
時
期
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

四

ユ
の
登
場

ア
ジ

135 

(

必

)

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
子
ア
ジ
ュ
は
ど
の
よ
う
に
政
治
史
の
表
面
に
上
っ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
子
、
ア
ジ
ュ
の
事
績
は
、
雲
南
遠
征
か
ら
知
ら
れ
る
。
「
先
廟
碑
銘
」
に
は
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
僚
、
ア
ジ
ム
の
僚
ど

ち
ら
に
も
、
彼
の
活
躍
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
事
は
、
ア
ジ
み
の
僚
に
「
白
衣
を
も
っ
て
、
父
都
帥
公
(
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
)

本
章
で
は
、
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ア

ジ

ユ

「
阿
求
、
未
だ
名
位
あ
ら
ず
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

モ
ン
ケ
か
ら
何
の
地
位

に
従
い

西
南
夷
を
征
す
'
」

こ
の
段
階
で
は

ア
ジ
ュ
は
、

も
輿
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
の
ク
ピ
ラ
イ
政
権
成
立
に
い
た
る
、
過
程
に
お
け
る
ア
ジ
ュ
の
行
動
も
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ

イ
と
同
様
知
ら
れ
な
い
。

そ
の
後
の
ア
ジ
ム
の
動
向
、
が
分
か
る
の
は
、
中
統
二
年
(
一
三
ハ
一
年
)
で
あ
る
。
『
元
史
』
巻
四
、
世
組
本
紀
一
、
中
統
二
年
二
月
己
亥
の

ひ
き

燦
に
「
宋
兵
、
漣
水
を
攻
む
。
阿
ポ
等
に
命
じ
て
兵
を
帥
い
て
こ
れ
に
赴
か
し
む
よ
と
あ
る
。
ま
た
、
「
先
廟
碑
銘
」
ア
ジ
L

の
僚
に
、
「
宿

衛
賂
軍
」
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
ア
ジ
ュ
が
、
ク
ピ
ラ
イ
の
ケ
シ
ク
の
将
軍
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
山
東
南
部
の
封
南
宋
前
線
に
波

遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ア
ジ
ュ
が
ク
ビ
ラ
イ
の
ケ
シ
ク
の
将
軍
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
そ
ン
ケ
の
ケ
シ
ク
の
賂
軍

で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。

モ
ン
ケ
時
代
に
は
、

ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
ケ
シ
ク
に
い
て

ス
ベ
エ
テ
イ
の
千
戸
以
来
の
部
族
集
圏
は

や
は
り
ス
ベ
エ
テ
イ
の
子
と
俸
え
ら
れ
る
ク
ク
チ
ュ

問
。

r
o
m口
、
が
率
い
る
位
制
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
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で
は
、
こ
の
時
期
、

ス
ベ
エ
テ
イ
の
千
戸
以
来
の
部
族
集
圏
を
率
い
て
い
た
の
は
誰
か
、
と
い
う
問
題
が
起
き
て
く
る
が
、
そ
の
問
題
を
解

く
鍵
が
、
山
東
の
漢
人
軍
閥
李
壇
が
南
宋
と
通
じ
て
中
統
三
年
〈
一
二
六
二
年
〉
に
起
こ
し
た
「
李
壇
の
観
」
鎮
藍
戟
に
関
わ
る
諸
史
料
中
に
あ

る
。
ま
ず
、
そ
れ
を
示
す
。

A 

『
元
史
」
巻
五
、
世
組
本
紀
二
、
中
統
三
年
三
月
笑
酉
一

ひ
き

「
史
植
、
阿
戒
に
命
じ
て
、
各
々
兵
を
賂
い
済
南
に
赴
か
し
む
。
李
道
の
軍

に
遇
い
、
選
撃
し
て
大
い
に
こ
れ
を
破
る
。
斬
首
四
千
。
理
退
き
て
済
南
を
保
つ
。
L

B
.

『
元
史
』
巻
一
四
八
、
董
文
用
停
υ

「
(
中
統
)
三
年
、
李
壇
叛
い
て
湾
南
に
擦
る
。

(
文
用
、
)
元
帥
閤
閤
械
に
従
い
、
丘
ハ
を
桁
ベ
こ
れ

を
設
す
。
」

C 

『
元
史
』
巻
一
一
一

O
、
ポ
赤
台
俸
附
怯
台
俸

ウ

リ

ヤ

γ
カ

〆

イ

タ

タ

チ

ユ

「
李
壇
叛
く
。
一
帝
、
暗
必
赤
お
よ
び
冗
里
羊
恰
台
閤
閤
出
を
遣
わ
し
、
往
き
て
こ
れ
を

討
た
し
む
。
」

D 

『
元
史
』
巻
一
三
一
、
護
加
ダ
俸

タ

テ

イ

「
(
腕
察
、
〉
諸
王
恰
必
赤
お
よ
び
閑
閑
万
ノ
に
従
い
、
李
道
を
卒
ら
ぐ
。
」



E 

『
元
史
』
巻
五
、
世
組
本
紀
二
、
中
統
三
年
九
月
笑
酉
日

符
を
授
け
、
南
港
の
蒙
古
、
漢
寧
を
将
い
し
む
。
」

「
都
元
帥
閥
閤
帯
、
軍
に
卒
す
。
そ
の
兄
阿
北
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
、
虎

F 

「
先
廟
碑
銘
」
ア
ジ
ュ
の
篠
宮
ゲ
〉

ha 

征
南
都
元
帥
を
奔
し
、
金
虎
符
を
偲
ぶ
。
兵
を
沖
に

「
中
統
三
年
秋
九
月
、

宿
衛
将
軍
よ
り
、

治
め
、
宿
州
を
復
立
す
。
」

G 

『
元
史
』
巻
五
、
世
組
本
紀
二
、
中
統
三
年
十
一
月
乙
巳

エ

セ

γ
グ

カ

カ

イ

ド

ウ

兵
三
千
人
を
分
か
ち
て
阿
鮮
不
花
、
懐
都
の

「
都
元
帥
阿
ポ
に
詔
し
て
、

兵
馬
と
と
も
に
、
宿
州
、
新
鯨
、
部
州
を
復
立
せ
し
む
。
」

以
上
示
し
た
史
料
か
ら
、
次
の
事
が
讃
み
取
れ
る
。
ケ
シ
ク
の
将
軍
ア
ジ
ュ
は
漢
人
軍
閥
の
員
定
の
史
植
と
と
も
に
、
李
道
討
伐
戦
に
参
加

都
元
帥
ク
ク
テ
イ
同
O
F
2
2
〈
ク
ク
チ
ュ
?
〉
は
、

c、
D
)
、
李
壇
敗
死
(
七

し
て
い
た

(
A
V

(
B
、

李
道
討
伐
戦
に
参
加
し
て
い
た
が

や
は
り
李
壇
討
伐
に
参
加
し
て
い
た
、
彼
の
兄
ア
ジ
ュ
を
代
わ
り
に
征
南
都
元
帥

と
し
、
沖
梁
に
駐
屯
さ
せ
、
針
南
宋
前
線
(
南
透
)
の
蒙
古
、
漢
軍
を
管
轄
さ
せ
る
(

E

)

。
都
元
帥
と
な
っ
た
ア
ジ
ュ
は
、
さ
っ
そ
く
宿
州
、

月
)
直
後
の
九
月
、

軍
中
に
死
亡
す
る

(
E
〉。

そ
こ
で
、
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斬
鯨
、
郊
州
と
い
っ
た
針
南
宋
前
線
の
諸
都
市
を
回
復
す
る
命
令
を
受
け
、

ス
ベ
エ
テ
イ
の
千
戸
以
来
の
部
族
集
圏
を
率
い
て
作
梁
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
の
浪
後
、
ク
ピ
ラ
イ
は
、
自
分
の
ケ
シ
ク

ア
ジ
ュ
は
「
其
〈
ク
タ
テ
イ
〉
の
兄
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

貫
行
す
る

(
F
、
G
)
。
ク
ク
テ
イ
な
る
人
物
が
「
都
元
帥
」
と

し
て
、

力、

ら

ア
ジ
ュ
を
代
わ
り
に
還
り
込
む
。

族
兄
で
あ
る
可
能
性
が

D
に
よ
れ
ば

あ
る
の
で
、

ク
ク
テ
イ
は
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
子
だ
と
は
断
定
で
き
な
い
。
ま
た
、

C
に
の
み
、

「冗
里
羊
暗
台
閤
閤
出
」
と
あ
る
が
、
こ
れ

tま

「
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
と
ク
ク
チ
L

」
と
讃
む
べ
き
で
は
な
く
、

』主

ウ
リ
ャ
ン
カ
ン
部
族
の
ク
ク
チ
ュ
と
い
う
一
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
。
屠
奇

『
蒙
冗
見
史
記
』
巻
二
九
速
別
額
台
博
附
閤
閤
帯
停
で
「
冗
里
羊
恰
台
閥
閥
出
」
と
「
闘
闇
帯
」
は
、
語
尾
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
か
ら
、
同
一
人
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
南
者
と
も
ウ
リ
ャ
ン
カ
ン
部
族
で
あ
り
、

そ
の
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
得
ょ
う
。
ま
た
、

ク
ク
チ

ュ
と
い
え
ば
、
さ
き
に
ス
ベ
エ
テ
イ
混
後
、
そ
の
千
戸
を
率
い
た
人
物
が
ク
ク
チ
ュ

と
い
う
名
で
あ

っ
た
こ
と
が
『
集
史
』
に
俸
え
ら
れ
て
い
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C
の
ク
ク
チ
ュ
が
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
。
た
だ
、

る
事
を
述
べ
た
。
そ
れ
と
、

ク
ク
テ
イ
、

ク
ク
チ
L

に
関
わ
る
史
料
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は
、
現
在
の
と
こ
ろ
見
い
だ
し
得
た
の
は
、

い
ま
か
か
げ
た
の
み
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
上
の
追
求
は
で
き
な
い
。

(

必

)

ア
ジ
ュ
が
沖
梁
を
根
接
地
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

F
の
史
料
か
ら
、

ス
ベ

エ
テ
イ
家
と
河
南
、
沖
梁
と
の
か
か
わ
り
は
、
ウ
ゲ
デ
イ
時

ト
ゥ

ル
イ
に
捧
護
さ
れ
た
事
は

代
の
金
朝
激
減
戦
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
ス
ベ

エ
テ
イ
が
、

温
閥
攻
撃
に
失
敗
し
て
、
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
、

先
に
述
べ
た
。
ウ
ゲ
デ
イ
の
三
年
(
一
二
一
三
年
)
正
月
、
金
の
完
顔
合
達
率
い
る
主
力
軍
と
の
激
突
で
あ
っ
た
三
峯
山
の
載
で
は
、

イ
は
ト
ヮ
ル
イ
と
と
も
に
戦
っ
て
い
る
。
ト
ゥ
ル
イ
と
後
か
ら
や
っ
て
き
た
ウ
ゲ
デ
イ
は
、
こ

の
戦
の
後
、
夏
営
地
の
官
山
に
蹄
還
し
て
し
ま

(

必

)
ぅ
。
そ
の
後
の
綿
指
揮
官
は
ス
ベ

エ
テ
イ
で
あ
っ
た
。
そ
の
聞
の
事
績
は
諸
史
料
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
注
目
す
べ
き
は
次

の
三
史
料
で
あ
る
。

ス
ベ
エ
テ

一
二
三
一
一
年
)
是
時
、
速
不
縛
等
の
兵
、
河
南
に
散
屯
す
。

一
二
三
一
一
年
)
三
月
、
速
不
台
等
に
命
じ
て
南
京
を
圏
ま
し
む
。

「
金
史
』

巻
一
一
三
、

白
撤
博

口

『
元
史
』
巻
二
、
太
宗
本
紀
一
(
太
宗
四
年
、

遣
わ
し
て
入
質
す
。
一
帝
還
り、

速
不
台
を
留
め
て
河
南
を
守
ら
し
む
。

(
正
大
九
年
三
月
、

金
主
、
其
の
弟
曹
王
説
可
を
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め

河
を
北
渡
し
、
暑
を
官
山
に
避
く
。

:
:
:
速

〈
壬
辰
、

一
三
一
三
年
)
三
月
、

上
(
ウ
ゲ
デ
イ
〉
と
太
上
皇
(
ト
ゥ
ル
イ
)
、

兵
三
高
を
も
っ
て
、

河
南
に
守
銀
せ
し
む
。

ス
ベ
エ
テ
イ
磨
下
の
軍
が
、
河
南
に
駐
屯
し
た
こ
と
が
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
の
目
的
は
、
金
朝
残
存
勢
力
攻
略

で
あ
る
。
作
梁
陥
落
、
金
一
帝
一
を
追
っ
て
の
察
州
攻
園
と
陥
落
後
の
朕
況
を
直
接
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
ス
ベ
エ
テ
イ
自
身
は
、
こ
の

後
、
バ
ト
?
と
と
も
に
、

ロ
シ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遠
征
に
向
か
う
。
だ
が
、
金
滅
亡
後
、
河
南
南
部
は
南
宋
と
の
直
接
劃
立
の
場
と
な
る
の
で

あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
側
も
軍
を
駐
屯
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
ス
ベ

エ
テ
イ
家
の

一
族
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

グ
ユ
ク
時
代
、

ス
ベ
エ
テ
イ
が
も
と
チ
ン
ギ

ス
・
ハ
ン
の
第

一
百
戸
長
で
あ
っ
た
タ
ン
グ
l
ト
部
族
の
チ
ャ
ガ
ン
と
と
も
に
ヒ
タ
イ
と
マ

ン

(

灯

)

ジ

ェ
ワ
イ
ニ
l
『
世
界
征
服
者
の
歴
史
』
及
び

『
集
史
』
グ

ユ
ク

・
ハ
ン
紀
に
見
え
、
河
南
方
面
と
の
関
わ
り

ジ
方
面
に
出
兵
し
た
こ
と
が
、

が
績
い
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。



モ
ン
ケ
時
代
、

ス
ベ
エ
テ
イ
家
と
河
南
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
史
料
は
、
第
一
章
で
も
崩
れ
た
が
『
元
史
』
巻
九
五
、
食
貨
志
三
、
歳
賜
に

記
さ
れ
た
次
の
一
僚
で
あ
る
。

速
不
台
官
人
目
玉
戸
紙
、

丁
巳
年
、
分
援
沖
梁
等
庭
一
千
一
百
戸
。

丁
巴
年
(
モ
ン
ケ
七
年
、

一
二
五
七
年
〉
は

す
で
に
ス
ベ
エ
テ
イ
が
浸
し
た
後
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、

ス
ベ
エ
テ
イ
家
に
劃
し
て

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
年
は
、
ち
ょ
う
ど
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
が
雲
南
卒
定
の
報
告
を
し
た
年
に
あ
た
る
。
彼
の
功
績
に
劃
す
る

恩
賞
の
意
味
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
作
梁
が
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
分
地
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ス
ベ
エ
テ
イ
の
金
攻
略
に
由
来
す

ま
だ
決
定
案
が
出
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
擢
盆
を
有
し
た
の
は
確
か
で
あ
り
、
沖
梁

る
。
分
地
の
問
題
は
議
論
の
封
象
と
な
っ
て
い
て
、

と
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
つ
な
が
り
が
績
い
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

ス
ベ
エ
テ
イ
の
千
戸
を
嗣
い
だ
ク
ク
チ
ュ
、
ま
た
、

ク
ク
チ
ュ
と
同
一
人
物
の

可
能
性
の
あ
る
、

ア
ジ
ュ
以
前
に
都
元
帥
と
し
て
南
宋
前
線
の
「
蒙
古
、
漢
軍
」
を
ひ
き
い
た
ク
ク
テ
イ
の
事
績
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
い
の
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は
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
細
々
な
が
ら
も
ス
ベ
エ
テ
イ
の
攻
略
以
来
、

ス
ベ
エ
テ
イ
家
と
沖
梁
と
の
つ
な
が
り
が
た
ど
れ
る
以
上
、

ス
ベ
エ

テ
イ
家
の
一
族
が
沖
梁
に
駐
屯
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

都
元
帥
ア
ジ
ぞ
か
ク
ク
テ
イ
に
代
わ
っ
て
率
い
る
こ
と
と
な
っ
た
、
先
の

E
の
史
料
に
見
え
る
「
南
迭
の
蒙
古
、
漢
軍
」
と
は
、
ど
の
よ
う

な
構
成
の
軍
圏
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
一
括
し
て
網
羅
的
に
述
べ
た
史
料
は
な
く
、
諸
史
料
か
ら
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
考
察
す
る
譲
定
で
あ
る
。

お

わ

り

tこ

本
稿
で
は
、

ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
、
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ア
ジ
ュ
の
動
向
に
焦
黙
を
嘗
て
て
、
モ
ン
ケ
政
権
か
ら
ク
ピ
ラ
イ
政
擢
成
立
直
後
の
時

期
の
政
治
史
を
考
察
し
た
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
後
の
政
治
過
程
つ
ま
り
裏
陽
包
園
戦
と
陥
落
、
南
宋
征
服
と
そ
の
後
の
統
治
の

ア
ジ
ュ
と
そ
の
子
プ
リ
ン
ギ
ダ
イ
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し

考
察
が
必
要
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
期
に
於
い
て
も
、
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ア
ジ
占
の
磨
下
の
軍
圏
の
人
物
と
そ
の
子
孫
の
中
に
も
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
、
仁
宗
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
の
ク

l

て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く

デ
タ
ー
や
「
天
暦
の
内
蹴
」
の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
も
蔑
さ
れ
て
い
る
。

今
後
、
残
さ
れ
た
課
題
を
研
究
し
て
ゆ
く
際
に
注
意
し
た
い
の
は
、
次
の
三
黙
で
あ
る
。
第

一
は
、

箪
圏
の
構
成
と
存
在
形
態
の
問
題
で
あ

る
。
つ
ま
り
、

ア
ジ
ュ
等
の
軍
が
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
生
活
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
漢
人
軍
閥
の
問
題
で

存
在
形
態
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、

あ
る
。

た
と
え
ば
、
彼
ら
が
、
軍
圏
内
で
ど
の
よ
う
な
地
位

役
割
を
持
ち

と
い
っ
た
問
題
で
あ

る
。
第
三
は
出
身
部
族
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ウ
リ

ャ
ン
カ
ン
部
族
の
ス
ベ

エ
テ
イ
は
、

『
元
朝
秘
史
』
で
は
「
四
匹
の
犬
」
の
一
人
で

あ
る
が
、
戦
闘
の
際
に
は
先
鋒
と
な
る
な
ど
、
ジ
ャ
ラ
イ
ル
園
王
家
の
ム
カ
リ
が
「
四
頭
の
駿
馬
」
で
あ
る
の
に
比
べ
て
地
位
が
低
い
と
考
え

ら
札
切
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
の
部
族
の
地
位
、
性
格
が
ク
ピ
ラ
イ
政
権
以
後
に
ど
う
影
響
し
て
い
た
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
課
題
は
多
く
、
ま
た
難
し
い
が
、

一
歩
一
歩
進
ん
で
行
き
た
い
。

-140ー

註(
1
)

杉
山
正
明
「
ク
ピ
ラ
イ
政
権
と
東
方
三
王
家
」
(
東
方
皐
報
京
都
第

五
四
鋭
、

一
九
八
三
年
)
は
、
東
方
三
王
家
、
と
く
に
オ
ッ
チ
ギ
ン
家

の
タ
カ
チ
ャ
ル
の
役
割
を
重
視
し
た
も
の
。
井
戸
一
公

「
元
朝
侍
術
親

軍
の
成
立
」
(
九
州
大
皐
東
洋
史
論
集
第
一

O
税
、
一
九
八
二
年
)
、
池

内
功
「
フ
ビ
ラ
イ
政
権
の
成
立
と
フ
ピ
ラ
イ
麿
下
の
漢
軍
」
(
東
洋
史

研
究
第
四
三
谷
第
二
鋭
、
一
九
八
四
年
)
は
、
漢
人
軍
閥
の
役
割
を
重

視
し
た
も
の
で
あ
る
。
松
田
孝
一
「
河
南
准
北
蒙
古
軍
都
高
戸
府
考
」

(東
洋
皐
報
第
六
八
巻
第
三
・
因
説
、
一
九
八
七
年
)
は
、
表
題
の
モ

ン
ゴ
ル
軍
闘
に
焦
貼
を
あ
て
た
論
考
で
あ
る
。

ス
ベ
エ
テ
イ
の
名
穏
に
つ
い
て
。
本
稿
で
は
、

彼
の
名
の
記
載

「
速
別
額
台
把
阿
都
見
」
に
糾
問
す
る

ピ
m
m
t
の
縛
篤

「

ω口
rovao--『
矢
印

C
M『
」
(
円
、
-
四

a
r
F・・

M
Uご
h
r
u

弘、aw
h

E己
主
両
市
H
A
W

札
h
w
h

ミ
S
向
。
N
h

・∞

E
同
司

2
7
H
U吋
H-
司

-
a
m
H
N
O

等
)
に
基
づ
き
、
「
ス

ベ
エ
テ
イ
」
と
表
記
す
る
。

(

3

)

ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
惇
記
資
料
に
つ
い
て
。
根
本
史
料
と
な
る
の
が
、

こ
の
王
惇

「
大
元
光
糠
大
夫
卒
一
章
政
事
冗
良
氏
先
廟
碑
銘
」
(『
秋
澗
先

生
大
全
文
集
』
巻
五

O
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
成
宗
テ
ム
ル
の
元
貞
二

年
の
ア
ジ
占
へ
の
贈
誼
の
後
、
河
南
休
梁
に
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
廟
の
碑
文
で
あ
り
、
ス
ベ
エ
テ
イ
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
ィ
、
ア
ジ
ュ
一
一
一

代
の
事
績
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
の

(

2

)

 

『
元
朝
秘
史
』
で
の
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テ
キ
ス
ト
は
、
四
部
叢
刊
本
(
明
弘
治
十
一
年
河
南
馬
龍
・
金
舜
臣
翻

刻
本
)
を
用
い
た
が
、
墨
釘
、
脱
字
が
多
く
、
文
意
の
遁
り
に
く
い
箇

所
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
元
人
文
集
珍
本
叢
刊
』
(
一
九
八
五
年
、
新

文
堕
出
版
公
司
)
所
枚
の
「
明
刊
修
補
本
」
(
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
か

な
り
四
部
叢
刊
本
を
交
え
て
い
る
)
の
『
秩
滴
先
生
大
全
文
集
』
及

び
、
元
、
蘇
天
爵
『
園
朝
名
臣
事
略
』
(
元
、
元
統
三
年
刊
本
影
照
)

巻
二
所
牧
の
「
丞
相
河
南
武
定
王
」
〈
こ
れ
は
ア
ジ
ュ
の
停
で
あ
る

が
、
全
て
を
王
惇
の
「
先
廟
碑
銘
」
に
よ
り
、
ス
ベ
エ
テ
ィ
、
ウ
リ
ャ

ン
カ
ダ
イ
の
部
分
も
ほ
.
ほ
全
文
を
記
載
す
る
)
の
二
つ
を
用
い
封
校
し

た
。
『
元
史
』
各
=
二
、
速
不
台
停
、
冗
良
合
台
市
降
、
各
一
二
二
雪

不
台
停
、
巻
一
二
八
、
阿
北
俸
は
「
先
廟
碑
銘
」
の
記
年
の
脱
落
、
誤

り
を
正
し
う
る
貼
で
重
要
で
あ
る
。

(
4
〉
「
先
廟
碑
銘
」

(
S・
葉
数
表
示
は
、
四
部
叢
刊
本
に
よ
る
)
。
こ
の

前
の
部
分
の
原
文
は
、
「
帥
府
君
、
議
冗
良
合
グ
。
総
戎
府
君
長
子

也
。
/
輔
軍
、
事
/
太
祖
国
(
墨
釘
)
。
憲
宗
方
警
乱
:
:
:
」
示
し
た

部
分
の
一
行
目
二
行
目
は
五
字
下
げ
に
な
っ
て
お
り
、
脱
字
が
あ
る

か
。
『
園
朝
名
臣
事
略
』
倉
一
一
「
河
南
武
定
王
」
の
該
首
部
分
は
、

「父
、
誇
冗
良
合
一
タ
。
大
租
朝
、
憲
宗
方
署
札
」
で
あ
り
、
『
元
史』

巻
二
二
、
冗
良
合
台
停
で
は
、
「
冗
良
合
台
、
初
事
太
租
。
時
憲
宗

篤
皇
孫
、
山
間
幼
」
と
あ
る
。

(

5

)

『
集
史
』
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
紀
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
軍
隊
」

(
明

Ng宮内
Y

5

0
白
)
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
軍
隊
の
相
績
に
つ
い
て
は
、

本
田
寅
信
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
千
戸
」
(
史
皐
雑
誌
第
六
二
巻
第
八

鋭
、
一
九
五
三
年
)
、
杉
山
正
明
「
モ
ン
ゴ
ル
帯
園
の
原
像
」
(
東
洋

史
研
究
第
三
七
巻
第
一
一
抗
、
一
九
七
八
年
)
参
照
。

(

6

)

『
元
史
』
巻
三
二
、
速
不
台
停
「
澄
関
を
攻
む
る
に
従
う
。
軍
、

利
を
失
す
。
帯
、
こ
れ
を
責
む
。
容
宗
、
時
に
藩
邸
に
在
り
、
兵
家
は

勝
負
常
な
ら
ざ
る
を
言
い
、
功
を
立
て
て
自
殺
せ
し
め
ん
こ
と
を
請

う
。
途
に
命
じ
て
兵
を
引
き
い
、
容
宗
に
従
い
、
河
南
を
経
理
せ
し

む。」

し
た
が

(
7
〉
「
先
廟
碑
銘
」

(S)
「
辛
巳
、
定
宗
に
雇
い
、
女
同
県
闘
を
征
し
、

官
同
奴
を
遼
東
に
破
る
。
」
『
元
史
』
巻
二
二
、
冗
良
合
台
停
で
は
、

こ
れ
を
「
歳
乙
巳
」
と
す
る
が
、
ど
ち
ら
も
誤
り
で
、
元
史
標
駄
本
の

校
勘
記
が
言
う
よ
う
に
(
二
九
九
六
頁
)
、
笑
巳
ハ

一
二
三
一
一
一
年
〉
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
8
)

『
元
史
』
巻
三
、
憲
宗
本
紀
、
「
歳
戊
申
、
定
宗
尉
ず
。
朝
廷
久
し

L
P
Z
 

く
君
を
立
て
ず
、
中
外
陶
陶
と
し
て
、
成
帯
一
を
嵐
意
す
る
も
競
珂
慨
す
る

者
衆
く
、
議
未
だ
決
せ
ず
。
諸
王
放
都
、
木
寄
、
阿
里
不
一
骨
、
唆
亦
寄

禿
、
塔
察
見
、
大
将
冗
良
合
台
、
速
体
帯
、
帖
木
迭
見
、
也
速
不
花
、

み
は威

阿
刺
脱
忽
刺
冗
の
地
に
曾
す
。
抜
都
割
問
推
裁
を
建
議
す
。
時
に
定

宗
皇
后
海
迷
失
の
遣
わ
す
所
の
使
者
八
刺
坐
に
在
り
て
日
く
、
『
昔
、

太
宗
命
じ
て
皇
孫
失
烈
門
を
も
っ
て
嗣
と
篤
す
。
諸
王
百
官
皆
尉
に
之

を
聞
け
り
。
今
、
失
烈
門
故
よ
り
在
る
に
、
他
の
属
を
欲
す
る
を
議
す

は
、
勝
に
之
を
何
れ
の
地
に

F
か
ん
と
す
る
や
。
』
木
芽
臼
く
、
『
太

宗
命
有
り
、
誰
か
敢
て
之
に
遠
わ
ん
。
然
る
に
前
に
議
し
て
定
宗
を
立

つ
る
は
皇
后
脱
忽
列
乃
と
汝
輩
之
を
篤
す
に
由
る
。
是
、
則
ち
太
宗
の

命
に
這
う
者
は
汝
等
な
り
。
今
、
向
誰
か
答
め
ん
や
。
』
八
刺
語
塞
が

る
。
冗
良
合
台
臼
く
1

『
蒙
豆
町
は
聴
明
容
知
に
し
て
、
人
威
之
を
知

ま

な

は

だ

ヒ

ピ

る
。
抜
都
の
議
、
良
是
な
り
。
』
抜
都
飢
ち
に
衆
に
申
令
す
。
衆
悉

く
之
に
態
じ
、
議
遂
に
定
ま
る
。
」
こ
の
記
事
の
戊
申
年
ハ
一
二
四
八

-141-
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年
)
は
、
グ
ユ
ク
の
浅
年
で
あ
っ
て
、
ク
リ
ル
タ
イ
の
開
催
年
で
は
な

い
。
モ
ン
ケ
即
位
時
の
ク
リ
ル
タ
イ
に
つ
い
て
は
、
箭
内
亙
「
蒙
士口の

園
舎
即
ち
「
グ
リ
ル
タ
イ
」
に
就
い
て
」
(『蒙
古
史
研
究
』
、
一
九
一
一
一

O
年
、
復
刻
版
一
九
六
六
年
、
刀
江
書
院
、
所
枚
)
の
第
五
節
「
憲
宗

の
選
血
中
」
参
照
。

〈
9
)
「
先
廟
碑
銘
」
(
臼
『
)
「
公
、
定
宗
朝
戊
申
年
を
も
っ
て
、
禿
烈
河

上
に
卒
す
。
欝
七
十
有
三。」

(
日
)
『
元
史
』
巻
二
二
、
速
不
台
停
、
辛
丑
お
よ
び
笑
卯
の
係
。
辛
丑

の
僚
は
、

ω国
』

0

河
昨
に
ハ
ン
カ
リ
l
王
切
己
曲
四
世
の
軍
を
破
っ
た

「
サ
ヨ

河
の
戦
」
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
時
、
ス
ベ
エ
テ
イ
は
先
鋒
と

な
っ
た
が
、
先
駆
け
し
よ
う
と
し
た
パ
ト
ゥ
の
箪
が
苦
戦
に
陥
り
、
バ

ト
ゥ
謄
下
の
賂
寧
八
恰
禿
が
戦
死
し
た
。
そ
の
後
、
パ
ト
ク
は
ス
ベ
エ

テ
イ
の
救
援
の
遅
れ
を
難
詰
し
た
が
、
ス
ベ
エ
テ
イ
の
稗
明
に
よ
り
、

事
な
き
を
得
た
。
速
不
台
俸
の
ロ
シ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遠
征
記
事
に
つ

い
て
は
、
岩
村
忍
「
元
史
速
不
台
俸
の
西
征
記
事
に
就
い
て
」
(『蒙

古
史
雑
考
』
、
一
九
四
三
年
所
枚
。
原
載
『
蒙
古
皐
報
』
二
、
一
九
四

一
年
)

笑
卯
の
僚
に
は
、
「
壬
覧
、
太
宗
樹
ず
。
突
卯
、
諸
王
大
食
す
る

も
、
放
都
往
か
ざ
ら
ん
と
す
。
速
不
台
日
く
、
『
大
王
は
族
厩
に
お
い

て
兄
た
り
、
い
ず
く
ん
ぞ
往
か
ざ
る
を
得
ん
や
。
』
」
と
あ
る
。

(
日
〉
『
集
史
』
部
族
考
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ト
部
族
の
係
。
「
彼
〔
ス
ベ
エ
テ

イ
〕
に
は
、
{
人
の
息
子
が
あ
り
、
左
手
に
腐
す
る
千
戸
の
ア
ミ
l

ル
で
、
ク
ク
チ
ュ
関
口
主
口
と
い
う
名
〔
で
あ
っ
た
〕
。
そ
し
て
、
ス

ベ
エ
テ
イ
の
内
死
〕
後
、
父
の
地
位
を
得
た
。
」
(
河

g
E
P
S
R

m
g宮内山
¥
k
r
h
E
a
g
h
m
w
-
目

v

・
8
3
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
紀
「
チ
ン
ギ
ス
・

ハ
ン
の
軍
隊
」
の
ス
ベ
エ
テ
イ
・
パ

l
ト
ル
の
千
戸
の
箇
所
に
も
同
様

の
記
事
が
あ
る
。

(
H
N
S
F
H
P
5
0白〉

(
ロ
)
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
時
代
に
は
ケ
シ
ク
の
長
が
千
戸
を
領
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
ウ
ゲ
デ
イ
時
代
に
ケ
シ
ク
制
に
改
努
が
行
な
わ
れ
、
宿

衛
・
箭
筒
土
の
長
は
千
戸
長
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
本
田
貿
信
前
掲
論
文
、
七
頁
)
こ
こ
の
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
例
は
、

こ
の
指
摘
と
関
連
か
あ
ろ
う
。

a
N

〆
γ

(
日
)
『
元
史
』
袋
三
、
憲
宗
本
紀
、
三
年
、
秋
の
係
、
「
恰
丹
を
札
魯
花

赤
と
潟
す
。
」
責
潜

「江
湖
行
中
書
省
卒
章
政
事
贈
太
待
安
慶
武
装
王

神
道
碑
」
〈
『
金
華
黄
先
生
文
集
』
径
二
四
)
に
「
父
目
、
恰
丹
、
大

宗
正
府
出
町
札
魯
忽
赤
。
」
黄
滑
撰
の
紳
道
碑
は
、
カ
ダ
ン
の
子
テ
ム

ル
(
イ
エ
ス
デ
ル
)
の
も
の
。
こ
こ
で
「
大
宗
正
府
」
と
あ
る
が
、
モ

ン
ケ
朝
に
こ
の
名
の
街
門
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
碑
文
の
成
立
は
、
至
正
八
年
以
後
で
あ
る
か
ら
、
撰
文
嘗

時
、
相
嘗
す
る
「
大
宗
正
府
」
の
名
を
朔
っ
て
附
し
て
書
い
た
に
過
ぎ

な
し

(
日
比
〉
匂
吉
正
ム

N
u
a
ミ
h
E
Q
Q出
血
)
に
は
「
〉
当
日
N
〈
〉
Z目

6
0〉

J

ヘ

回
国
〉
U
同州
¥ロ
ユ
志
口
-A包削

M
g
r山内山口『」

(
K
の一

査
を
敏
い
て
い

る
)
と
正
確
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

h
h
Rぷ
H
H
Q
F
b
ま
忍
(
m
g
)

で

は
綴
り
が
厨
れ
る
。
こ
の
二
書
の
性
格
お
よ
び
爾
者
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
本
田
貿
信
前
掲
論
文
一

一
J
一
五
頁
、
関
野
英
二

「
テ
ィ

ム
l
ル

朝
に
お
け
る

一
貴
穎
の
系
譜
」
(
オ
リ
エ
ン
ト
第
二

O
巻
第

一一
抗
、
一

九
七
七
年
)
三
九
、
五
八
頁
、
杉
山
正
明
「
酉
暦
一
一
一
二
四
年
前
後
大

元
ウ
ル
ス
西
境
を
め
ぐ
る
小
札
記
」
(
西
南
ア
ジ
ア
研
究
第
二
七
説
、

一
九
八
七
年
)
二
九
頁
、
註
〈
5
)
を
参
照。
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(
日
〉
こ
の
設
は
、
志
茂
碩
敏
「
の
V
副

N
E
関
宮
口
政
権
の
中
核
群
に
つ
い

て
」
(
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
第
一
八
銃
、
一
九
七
九

年
)
九
二
J
九
三
頁
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
日
〉
前
掲
志
黄
論
文
九

0
1九
九
頁
。

(ロ
)
m
g宮内
y
s
t
m
g
E
L
¥〉
』
同
国

'shH巾唱団・
ω
8
1
8印
・
引
用
文
中

の
〔
〕
で
困
っ
た
部
分
は
、
筆
者
が
補
な
っ
た
も
の
。
以
下
同
様
。

な
お
、
『
集
史
』
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
紀
、
ク
ピ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
紀
に
ク

ピ
ラ
イ
は
ナ
ン
キ
ャ
ス
〈
南
宋
〉
征
服
を
モ
ン
ケ
か
ら
命
じ
ら
れ
た

が
、
そ
の
行
程
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
ナ
ン
キ
ャ
ス
征
服
の
準
備
と

し
て
、
カ
ラ
ジ
ャ
ン
、
チ
ャ
ガ
ン
ジ
ャ
ン
征
服
を
行
な
う
許
可
を
求

め
、
許
さ
れ
た
、
と
の
記
事
が
あ
る
。
ハ
河
内

Z
F
M
L
-
H
u
g
-
E
g
h

mgEι¥Eonrop
司・
ω
5・

3
・ω
三
|ω
吋
∞
)

(
羽
)
「
九
月
壬
寅
、
師
、
式
剰
に
次
る
。
三
道
に
分
て
も
っ
て
進
む
。
大

勝
冗
良
合
帯
は
西
道
の
兵
を
率
い
て
曇
嘗
路
よ
り
し
、
諸
王
抄
合
、
也

ひ
き

只
烈
は
東
道
の
兵
を
帥
い
て
白
鐙
よ
り
し
、
一
帝
は
中
道
よ
り
す
。
」

(
山
口
〉
夏
光
南
『
元
代
雲
南
史
地
叢
考
』
ハ
一
九
三
五
年
、
中
華
書
局
〉
、

松
田
孝
一
「
雲
南
行
省
の
成
立
」
(
立
命
館
文
翠
第
四
一
八
J
四一一一

抗
、
一
九
八

O
年
〉
、
際
世
松
『
蒙
古
定
局
史
稿
』
(
一
九
八
五
年
、

四
川
省
枇
曾
科
皐
院
出
版
社
)
第
四
章
、
陳
世
松
・
喰
亨
仁
・
趨
永
康

『
宋
元
之
際
的
誼
州
』
(
一
九
八
五
年
、
重
慶
出
版
社
)
第
四
一章
、
契

蔭
「
蒙
古
草
卒
多
大
理
。
路
線
考
弊
」
(
民
族
研
究
一
九
八
三
年
第
二

期)。

(
初
〉
本
文
に
引
用
し
た
箇
所
の
元
史
世
租
本
紀
の
績
き
に
「
裁
甲
寅
(
一

二
五
四
年
)
、
夏
五
月
庚
子
、
六
盤
山
に
駐
す
。
」
と
あ
る
。
一
方
、

『
析
津
志
輯
侠
』
(
元
、
熊
夢
群
撰
。
一
九
八
三
年
、
北
京
古
籍
出
版

社
〉
皐
校
の
僚
に
ク
ピ
ラ
イ
の
即
位
前
の
令
旨
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
一
つ
の
末
尾
に
「
甲
賀
年
五
月
二
十
八
日
、
六
盤
山
の
口
子
に
て

書
い
た
〈
篤
来
)
。
」
と
設
令
の
年
月
日
、
場
所
を
示
し
た
も
の
が
あ

る
。
五
月
二
十
八
日
は
庚
子
に
あ
た
る
。
二
つ
の
記
事
に
よ
り
、
ク
ピ

ラ
イ
の
鋳
還
が
裏
付
け
ら
れ
、
前
年
末
よ
り
北
還
す
る
途
中
の
彼
が
、

五
月
に
侠
西
の
六
盤
山
に
居
た
こ
と
が
分
る
。

(
幻
〉
『
元
史
』
巻
四
、
世
租
本
紀
て
歳
甲
寅
、
乙
卯
、
丙
辰
の
各
年
の

記
事
に
よ
る
。

(
詑
〉
モ
ン
ケ
と
ク
ピ
ラ
イ
の
不
和
に
つ
い
て
は
、
前
掲
杉
山
正
明
「
ク
ピ

ラ
イ
政
権
と
東
方
三
王
家
」
二
七
七
J
二
八
一
頁
参
照
。
ウ
リ
ャ
ン
カ

ダ
イ
と
ク
ピ
ラ
イ
の
不
和
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
前
掲
池
内
功
「
フ

ピ
ラ
イ
政
権
の
成
立
と
フ
ピ
ラ
イ
麿
下
の
漢
軍
」
二
五
四
頁
及
び
二
七

三
頁
の
註
(
臼
)
参
照
。

(
お
〉
「
先
廟
碑
銘
」
(
会
J
印白〉。

(
M
〉
こ
の
作
戦
に
つ
い
て
は
、
前
掲
陳
世
松
『
蒙
古
定
萄
史
稿
』
第
四
章

第
三
節
「
冗
良
合
台
自
演
攻
萄
」
参
照
。

(
お
〉
『
元
史
』
巻
=
二
、
冗
良
合
台
俸
「
丁
巳
三
二
五
七
年
〉
、
雲

南
卒
ら
ぐ
を
も
っ
て
、
使
を
遣
わ
し
て
捷
を
朝
に
献
ず
。
且
つ
漢
の
故

事
に
依
り
、
西
南
夷
を
も
っ
て
悉
く
郡
豚
と
篤
さ
ん
こ
と
を
請
う
。
之

に
従
う
。
其
の
軍
に
銀
五
千
雨
、
綜
幣
二
蔦
四
千
匹
を
賜
い
、
銀
印
を

授
け
、
大
元
帥
を
加
う
。
」

(
お
)
陳
智
超
「
一
二
五
八
年
前
後
宋
、
蒙
、
陳
三
朝
関
的
関
係
」
(
郵
庚

銘
、
程
謄
鍔
主
編
『
宋
史
研
究
論
文
集
』
、
一
九
八
二
年
、
上
海
古
籍

出
版
社
、
所
枚
)
。
お
よ
び
山
本
淫
郎
『
安
南
史
研
究

I
』
(
一
九
五

O
年
、
山
川
出
版
社
〉
。
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(
幻
〉
尉
馬
カ
イ
ド
ウ
と
バ
イ
ク
ク
公
主
に
関
す
る
石
刻
史
料
に
つ
い
て
、

銭
大
析
が

『
十
駕
驚
養
新
銀
』
各
一
五
、
「
朝
城
服
令
旨
碑
」
で
考
詮

し
て
い
る
。

(
叩

ω
〉
モ
ン
ケ
の
南
宋
遠
征
計
査
と
そ
の
繁
更
に
つ
い
て
は
、
前
掲
杉
山
正

明
「
ク
ピ
ラ
イ
政
権
と
東
方
三
王
家
」
に
詳
し
い
。
以
下
の
要
約
は
こ

れ
に
よ
る
。

(
m
m
)

『
元
史
』
巻
三
、
窓
宗
本
紀
、
八
年
戊
午
〈
一
二
五
八
年
)
、
コ
一

月
、
陳
日
英
、
園
を
長
子
光
開
に
停
う
。
光
開
、
靖
と
そ
の
園
人
を
遺

い
た

わ
し
、
方
物
を
も
っ
て
来
見
す
。
冗
良
合
台
、
迭
り
て
行
在
所
に
詣
ら

し
む
。
」

(
ぬ
〉
陳
智
超
、
前
掲
論
文
の
「
四
、
二
一
五
八
年
後
宋
、

蒙
、
陳
的
三
角

関
係
」
。

(
況
)
「
是
秋
、
四
王
の
兵
三
千
騎
、
強
・
袈
蔦
人
を
率
い
、
横
山
家
柵
を

掠
し
、
老
蒼
闘
を
闘
き
、
宋
の
内
地
を
絢
ぅ
。
」

(glr)
『
元
史
』

巻
二
二
、
冗
良
合
台
停
で
は
、
「
四
王
の
騎
兵
三
千
、
轡
・
搬
入
蔦
人

を
率
い
」
と
す
る
。
問
、
径
二
ハ
六
、
信
宜
自
体
に
は
、
沓
大
理
園
王

族
の
段
輿
智
と
信
茸
一
隔
が
焚

・
然
の
軍
二
高
を
率
い
て
、
ウ
リ
ャ
ン
カ

ダ
イ
の
雲
南
卒
定
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
侵
攻
に
協
力
し
た
。
そ
し
て
、
段
輿

智
は
入
朝
の
途
中
浸
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
こ
の
「
轡
・
袈
」
の
軍

も
、
彼
ら
が
率
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

(
m
M
)

同N
g宮内
F
5
8・
プ
ロ
ヴ
シ
ェ
の
校
訂
本
で
は
、
「
ス
ベ
エ
テ
イ
・

パ
I
ト
ル
の
子
ク
ク
チ
ユ

」
と
す
る

(m
g
r丘
¥
巴
o
n
Z
F
M
M
-
Nω
品〉

ま
た
、
プ
ロ
ッ
シ

ェ
の
校
訂
本
に
よ
っ
た
ボ
イ
ル
の
英
誇
で
は
、
誇
者

の
考
え
を
入
れ
、
「
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
と
ス
ベ
エ
テ
イ
・
パ

l
ト
ル

の
子
ク
ク
チ
ュ
は
右
翼
と
し
て

mト
マ
ン
の
寧
と
と
も
に
〔
出
裂
し

た〕
0

」
と
す
る
が
従
わ
な
い
。

(河

g
E
L¥図
。
可

F
司

-
MM
印〉

(
お
)
同
N
E
E
L
-
z
r
一
m
g古
島
¥
盟
。
円
r
o
p
H
U
・ω
巴
・
ち
な
み
に
「
ト
マ

ン」

(
B
B帥ロ
八
S
B
g〉
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で
「
高
」
の
意
。

(
鈍
)
元
、
陳
極

『
逼
鑑
績
編
』
(
至
正
二
十
一
年
刊
本
景
照
)
各
二
三、

開
慶
元
年
秋
七
月
の
僚
の
註
。

(
お
)
王
惇

「
中
堂
事
記
」
(
「秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
巻
八
一
〉
、
中
統
二

年
四
月
三
十
日
の
燦
に
、
王
俸
が
「
大
理
及
び
合
刺
章
に
宣
議
し
て
本

土
に
還
ら
し
む
る
の
詔
」
を
起
草
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
(
こ

の
詔
は
、
同
文
集
の
巻
六
七
、
「
翰
林
遺
棄
」
に
も
牧
め
ら
れ
て
い

る
。)
こ
の
時
黙
で
、
王
悔
は
開
卒
府
に
居
た
。

(
お
)
前
掲
杉
山
正
明
「
ク
ピ
ラ
イ
政
権
と
東
方
三
王
家
」
二
九
四

1
二
九

五
頁
に
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
軍
中
の
左
繁
諸
王
の
存
在
と
そ
の
一意
味
に
つ

い
て
の
考
察
が
あ
る
。

(
幻
)
『
宋
史
』
巻
四
四
、
理
宗
本
紀
四
、
関
慶
元
年
(
一
二
五
九
年
)
八
月

乙
酉
の
係
、
「
降
人
、
大
元
態
宗
皇
-帝
の
軍
中
に
鼠
ず
る
を
来
言
す
。」

問
、
各
四
七
回
、
買
似
道
体
、
開
慶
元
年
十
一
月
の
係
。

(お〉

『
元
史
』
袋
三
二
、
冗
良
合
台
間
降
、
「
時
に
世
租
は
己
に
江
を
渡

り
、
都
州
に
駐
す
。
也
里
蒙
古
を
遣
わ
し
、
兵
二
千
人
を
領
し
て
来
援

せ
し
め
、
且
つ
労
聞
を
加
う
。
迭
に
那
州
の
掛
問
責
洲
よ
り
北
渡
し
、
大

軍
と
合
す
。
」
向
、
巻
一
二
二
、
織
通
赤
摘
降
、
「
放
己
未
(
一
二
五
九

年
)
、
皇
弟
(
ク
ピ
ラ
イ
)
、
兵
を
那
渚
に
駐
す
。
冗
良
喰
台
の
庚
西
よ

り
長
沙
に
至
る
を
聞
き
、
餓
遁
赤
を
遣
わ
し
、
練
卒
千
人
、
餓
騎
三
千

を
賂
い
て
冗
良
恰
台
を
岳
州
に
迎
え
し
む
。
冗
良
恰
台
、
援
を
得
て
江

夏
に
抵
り
、
北
の
か
た
貰
州
を
渉
る
。
」
「
先
廟
碑
銘
」
で
は
、
ク
ピ

ラ
イ
が
波
遺
し
た
人
物
を
「
曲
里
士
ロ
恩
同
管
区
白
」
、
人
数
を
千
人
と
し
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て
い
る
(
m
y
)
。

(
ぬ
)
宮
崎
市
定
「
那
州
の
役
前
後
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
て
一
九

五
七
、
同
朋
合
、
所
枚
。
)
四

O
二
頁
。
前
掲
杉
山
正
明
「
ク
ピ
ラ
イ

政
権
と
東
方
三
王
家
」
二
八
六
J
二
八
八
頁
。

(
川
叫
〉
前
掲
杉
山
正
明
「
グ
ピ
ラ
イ
政
権
と
東
方
三
王
家
」
二
九
五
J
二

九
六
頁
。

〈

4
)
F
z
r三
-
H
B
r
i
g
s
-
5
2
1
5
8
u
m
g
r邑
¥
巴
o
n
y
o
F

司・

ωωAF・唱司・
ω
∞ω
J、ω
∞印・

(
m
M

〉
「
先
廟
碑
銘
」
の
初
め
に
は
、
成
宗
テ
ム
ル
の
元
貞
二
年
(
一
二
九

六
年
〉
正
月
の
ア
ジ
ュ
へ
の
贈
誌
の
い
き
さ
つ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ア

ジ
ュ
の
子
プ
リ
ン
ギ
ダ
イ
(
不
憐
吉
一
グ
)
か
ら
の
贈
誼
の
要
請
を
テ
ム

ル
に
奏
し
た
の
は
、
パ
ー
ト
ル
の
子
ウ
ド
タ
イ
(
冗
突
一
タ
)
で
あ
っ

た

(
必
)
『
永
楽
大
典
』
巻
一
九
四
一
七
所
枚
、
姑
『
経
世
大
典
』
姑
赤
二

の
、
至
元
八
年
十
一
月
、
是
月
九
日
の
係
、
至
元
十
三
年
正
月
十
五
日

タ
ヤ
ム
チ

の
僚
に
、
姑
赤
を
管
轄
す
る
「
諸
姑
都
統
領
使
司
」
の
官
と
し
て
「
冗

良
恰
鰐
」
の
名
が
見
ら
れ
る
。
至
元
十
三
年
の
記
事
は
、
「
諸
姑
都
統

領
使
司
」
を
「
『
遇
政
院
」
と
改
稿
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、

『
元
史
』
巻
九
、
世
祖
本
紀
六
、
至
元
十
三
年
正
月
壬
申
の
僚
が
削
割
腹

し
、
こ
こ
で
は
、
「
冗
良
合
帯
」
の
名
が
見
え
る
。
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ

の
俸
記
資
料
類
に
は
、
彼
が
ジ
ャ
ム
チ
を
管
轄
し
た
事
を
述
べ
る
も
の

は
無
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
記
事
が
、
ウ
リ
ャ
ン
カ
ダ
イ
の
波
年
以
降

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
別
人
と
考
え
ら
れ
る
。

(
必
〉
ア
ジ
ュ
の
名
稽
等
に
つ
い
て
述
べ
る
。
『
集
史
』
部
族
考
、
ウ
リ

ヤ
ン
カ
ト
部
族
の
僚
で
は
、
「
ス
ベ
エ
テ
イ
・
メ
ー
ト
ル
に
は
、

甥
(
『
幽
吋
帥
内
同
月
-
N

位
。
〉
が
い
て
、
彼
の
名
は
ア
ジ
ュ
(
〉
』
ロ
)
〔
で
あ

る
〕
。
」
と
記
さ
れ
る
(
閉
山

g
z
p
お
同
〉
。
ア
ジ
ュ
を
ス
ベ
エ
テ
イ
の
甥

と
す
る
の
は
、
こ
こ
の
み
で
あ
る
。
部
族
考
、
パ

I
リ
ン
部
族
の
僚
で

も

Q
F白壁，
N

包
0

・
企
曲
〉
、
ク
ピ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
紀
で
も
(
口
同
〈
邑
P

N
H
O
白
〉
、
ス
ベ
エ
テ
イ
の
孫
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ュ
と
ウ
リ
ャ
ン

カ
ダ
イ
の
血
縁
関
係
に
は
今
後
と
も
注
意
し
た
い
。
な
お
、
ク
ピ
ラ

イ
・
カ
ア
ン
紀
中
に
は
、
と
ロ
と
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
二
つ
あ
る

(
い
ず
れ
も
、
出
。
巴
。
『
集
史
』
部
族
考
の
ヘ
タ
グ
ロ
フ
の
ロ
シ
ア

語
語
、
そ
れ
に
よ
っ
た
余
大
鈎
の
中
園
語
謬
で
、
ア
ジ
ュ
の
名
を
「
ア

ジ
ュ
・
カ
ア
ン
ハ
阿
北
汗
)
」
と
す
る
の
は
、
次
の
文
の
主
語
〈
タ
ピ

ラ
イ
)
カ
ア
ン
を
、
文
末
に
あ
る
ア
ジ
ュ
の
名
に
績
け
て
讃
ん
だ
た

め
の
誤
-露
で
あ
る
。

(mgEL¥Mハ
2
白召
opMM-goH
余
大
鈎
他
誇

『
史
集
』
第
一
巻
第
一
分
加
〈
一
九
八
三
年
、
一
商
務
印
書
館
)
二
六

O

頁
)先

に
ふ
れ
た

b
R
Q
Fよ
』
v
b
w
H
K
h
e
E
し
(お
ω曲
)
・
』
h
k
R
N
ミ
-

K
H

号制
N
V
(

自
己
に
も
、
ア
ジ
ュ
は
ク
ピ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
の
ア
ミ
l
ル
の

一
人
と
し
て
名
が
翠
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
で
も
「
〉
巧
』
巧

¥〉
ε
D
I
C古
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
彼
の
名
は
ア
ジ
ュ

〔
で
あ
る
〕
」
(
ロ
曲
目
ム
ロ
同
右
〉
と
あ
る
記
述
の
二
番
目
の
白
毘
が

落
ち
て
、
「
C
古
と
い
う
名
〔
で
あ
る
〕
」
(
ロ
即
日
』

Frε
と
讃
ま
れ

た
た
め
生
じ
た
形
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
マ
ル
コ
・
ポ
l
ロ
の
『
世
界
の
記
述
』
に
は
、
李
壇
の
蹴
の

記
事
が
あ
り
、
そ
の
銀
座
軍
の

(
Z
gロ
〉
二
人
の
名
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
一
人
は
、
前
後
の
事
情
か
ら
、
こ
の
ア
ジ
ュ
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

『
世
界
の
記
述
』
の
最
善
本
と
言
わ
れ
る
所
謂
F
篤
本
に
基
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づ
い
た
ベ
ネ
デ
ッ
ト
の
校
訂
本
で
は
、
そ
の
名
を

〉
m
E
-
と
読
む

が
、
F
官
時
本
で
は
i
の
上
の
熱
が
無
く
、

〉
間
百
戸

の
番
篤
の
際
の
誤
り

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
諸
寓
本
で
は
、
様
々
な
綴
り
で
こ
の
名
が
-
記

さ
れ
て
い
る
が
、
末
尾
の
l
の
み
は
共
通
し
て
お
り
、
原
テ
キ
ス
ト
か

ら
ー
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ジ

ュ
の

本
来
の
名
は

〉
Y
-
で

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

(ζ
2
2
2
-
0・
8
白
一
冨
R
n
o
H
u
o
-
o
¥

∞
E
E
0
3
0・司・

5
0
・
HV巳
-
5
7
2ミ
2

3

ミ
号
円
。
旬
。

F
ご
-

〉
O
H
C
「
)
漢
文
史
料
に
も
、
誤
字
の
可
能
性
は
あ
る
が
こ
の
ア
ジ
ュ

を
「
阿
北
魯
」
と
記
し
た
も
の
が
あ
る
令
新
編
牽
書
類
要
事
林
庚
記
』

(
元
禄
十
二
年
和
刻
本
)
壬
集
径
一
「
軍
官
館
穀
」
(
一

O
葉
表
一
袋
に

か
け
て
〉
。

(
必
)
ス
ベ
エ
テ
イ
家
の
板
援
地
に
つ

い
て
述
べ
る
。
河
南
で
の
根
該
地
は

休
梁
附
近
で
あ
る
が
、
こ

の
他
に
二
つ
の
娘
一
線
地
が
あ
っ

た
と
考
え
ら

れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
ト
i
ラ
河
昨
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ト

I

，

『
元
史
』
速
不
台
俸
に
、
グ
ユ
ク
即
位
の
後
、
ス
ベ
エ
テ
イ
が

「
禿
刺

河
上
に
遼
家
す
。
」
と
あ
り
、
「
先
廟
碑
銘
」
に
も
、

彼
が
「
禿
烈
河

上
に
卒
す
。
」

と
あ
る
事
よ
り
分
か
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
現
在
の
フ

フ
ホ
ト
東
方
の
官
山
で
あ
る
。
「
先
廟
碑
銘
」
に
ア
ジ

ュ
を
葬
っ
た
地

を
「
大
同
宣
寧
牒
」
と
記
し
て
い
る

C
Z
J
Gr)
事
か
ら
判
断
さ
れ

る
。
大
同
宣
寧
腕
そ
の
も
の
と
ス
ベ
エ
テ
イ
家
と
は
、
前
後
を
遁
じ
て

関
係
が
無
い
。
『
金
史
』
中
存
三
四
、
地
理
志
上
、
大
同
宣
寧
脈
の
篠
に

は
、
管
内
に
官
山
が
あ
る
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「先
廟
碑
銘
」
に

言
う
大
同
宣
寧
燃
と
は
、
そ
の
管
内
の
官
山
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
官
山
は
、
ウ
ゲ
デ
イ
の
金
制
攻
略
特
に
、
そ
の

夏
営
地
で
あ

り
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
か
ら
漢
地
に
入
る
際
の
駐
屯
地
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

三
つ
の
根
接
地
は
、
モ
ン
ゴ
ル
帯
図
の
東
方
へ
の
設
展
に
従
っ
て
で
き

た
も
の
と
言
え
よ
う
。

(必〉

『
元
史
』
巻
二
、
太
宗
本
紀
、
四
年
壬
辰
、
「
夏
四
月
、
居
庸
を
出

で
、
暑
を
官
山
に
遜
く
。
」
問
、
径
一

一五、

容
宗
問
問
、
壬
辰
、
「
四

よ
M
U

月
、
宇
波
よ
り
員
定
に
入
り
、
中
都
を
過
り
、
北
口
を
出
で
、
官
山
に

佳
夏
す
。
」

(
幻
)

冨

c
f
E回
目
宮
山

O
E耳
目
ロ

F
叫

dbAW
吋
白
ザ

hb
p
N何
HANbe
N
-
C
E
P札
。
¥

正
弘vR
UA
U
E
以
下
〉
h
S
E
-
~
R
E
Q
-
-
E
ユ円
(
F
O
E
o
;
E

F
S
E
P
H
U
H
m
)
司
-NHH
・
』
・
〉
-
∞
。
三
0・
叫

J

宮
町
五
。
ミ
。
L
司

HF
G

語
、。
之
人
-
h
g宮
内
、
。
、
九
J
h
h
N
F
R
t
-
U
2
a
b
h
aー
ミ
ミ
民
b
n
H
R
dhH民
三
-

〈

o--T
司・

8
G
.河
卵
白
宮
内

Y
H
∞ω
『・

H
N
E
E
ι
¥E
o
n
r
o門司
-N
G・
築
史

の
記
述
は
、
ジ
ュ
ワ
イ
ニ

l
に
基
づ
く
。

(川崎)

『
元
朝
秘
史
』
径
九
、
第
二
O
九
節

(羽
一
詩
文
は
、
村
上
正
二

『
モ
ン

ゴ
ル
秘
史
3
』

一
九
七
六
年
、
一件
凡
社
六
頁
に
よ
る
)
「
ク
ピ
ラ
イ
、

ジ

ェ
ル
メ
、

ジ
ェ
ベ
、
ス
ベ

エ
テ
イ
、
卿
ら
、
四
つ
の
狗
ど
も
を
名

指
し
た
る
地
に
や
り
、
ボ
オ
ル
チ
ュ

、
ム
カ
リ
、
ボ
ロ
ク

ル
、
チ
ラ
ウ

し

ゅ

ん

め

そ

ば

は

ぺ

ン
-
パ
ア
ト
ル
、
こ
れ
な
る
四
つ
の
駿
馬
ど
も
を
わ
が
側
に
〔
侍
ら
せ

て
〕
お
れ
ば
、
合
戦
の
日
と
な
ろ
う
と
も
、
ジ
ュ
ル
チ

ェ
デ
ィ
、

ク
イ

い
く
さ
び
と

ル
ダ
ル
の
二
人
を
し
て
、
ウ

ル
ウ
ト
、
マ

ン
グ
ト
〔
の
軍
士
〕
を

〔率

い
て
〕
わ
が
〔
馬
〕
前
に
立
た
せ
て
お
れ
ば
、
す
べ
て
朕
が
心
は
安
ら

ぐ
の
で
あ
っ
た
ぞ
」
こ
こ
で
四
つ
の
駿
馬

2
R
Zロ
r
E
Z
d
e
は
チ

ン
ギ
ス

・
ハ
ン
が
「
わ
が
側
に
〔
侍
ら
せ
て
〕
」
い
る
の
に
針
し
、
四

つ
の
狗

2
R
Zロ
ロ
。
官
日
)
は
、

「
名
指
し
た
る
地
に
や
り
」
と
あ
っ

て
、
四
つ
の
狗
の
方
が
地
位
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
モ
ン
ゴ
ル

人
の
各
家
畜
に
相
到
す
る
思
想
も
背
景
に
あ
ろ
う
。
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out of step due to disparitiesin the benefits that they derived from the

01d system of customs, were forced to accept the changes　in maritime

customs administration in China.

THE SUBE'ETEI FAMILY AND THE ESTABLISHMENT

　　　　　　

OF QUBILAI'S POLITICAL POWER

TSUTSUMI Kazuaki

　　

Based on Chinese and Persian language historicalresources,thisstudy

discusses the activitiesof one of Cinggis-qan's four dogs, dorben noqas,

ａ scion of the Siibe'eteifamily, Uriangqadai, and his grandson, Aiu, from

the Mongke period of the Mongol Empire untilthe establishment of Qubilai's

politicalpower. Its conclusions are the following:

　　

(1) Uriangqadai was the military commander of the ke§igof Mongke.

When Mongke ascended the throne, he played ａ major role.

　　

(2) Uriangqadai directed the military　expedition to Yunnan　雲南，

and brought about its pacification.

　　

(3)lt was necessary that Qubilai, for the sake of establishinghis DO-

liticalpower, ally with Uriangqadai and his army. Also, Uriangqadai had

no choice but to cooperate with Qubilai.

　　

(4) After the establishment of Qubilai's politicalpower, Aju became

the ｄｕｙｕａｎｓhｕai　＾元帥,and commanded both the Mongolian and Chinese

armies蒙古，漢軍of Henan　河南.　Thus the relationship between the

Siibe'eteifamily and the Henan area is tracable back to Siibe'etei'stimes.

５


